
 

第 154 回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 
ご説明内容 

 
 
１． 日 時 2016 年 4月 13 日（水）18:30～20:50 
 
２． 場 所 柏崎原子力広報センター 2 階研修室 
 
３． 内 容 

 
（１）前回定例会以降の動き、質疑応答 

   （東京電力、原子力規制庁、資源エネルギー庁、新潟県、柏崎市、 

刈羽村） 
 
（２）モニタリングポストについて（新潟県） 

   
添付：第 154 回「地域の会」定例会資料 

 
以 上 



2 0 1 6 年 4 月 13 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

第 154 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

 

【不適合関係】 

・ 3 月 8 日 柏崎刈羽原子力発電所５号機 定期検査中における制御棒の動作（過挿入） 

     について                          〔P. 3〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ 3 月 10 日 柏崎刈羽原子力発電所におけるガスタービン発電機車のプラント周辺への 

設置について                        〔P. 5〕 

・ 3 月 14 日 柏崎刈羽原子力発電所２～５号機における定期安全レビュー（第２回）の 

実施について                        〔P. 8〕 

・ 3 月 18 日 柏崎刈羽原子力発電所５号機制御棒動作における発電用原子炉施設故障等 

報告書の提出について                    〔P.12〕 

・ 3 月 22 日 ２０１５年度低レベル放射性廃棄物の輸送計画の変更について  〔P.14〕 

・ 3 月 23 日 第６２回原子力規制委員会（２０１６年３月２３日開催）における議論に 

について                          〔P.15〕 

・ 3 月 23 日 柏崎刈羽原子力発電所におけるケーブル敷設の不適合に係る対応について 

 〔P.16〕 

・ 3 月 24 日 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の新規制基準への適合性審査の状況につ 

いて                               〔P.23〕 

・ 3 月 24 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.26〕 

・ 3 月 30 日 ２０１６年度使用済燃料等の輸送計画について         〔P.29〕 

・ 3 月 30 日 柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る対応につい 

て（報告）                         〔P.30〕 

・ 4 月 １日 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電 

所の「原子力事業者防災業務計画」の修正ならびに届出について 〔P.33〕 

・ 4 月 ８日 柏崎刈羽原子力発電所５号機定期検査中における制御棒１本の予期せぬ動 

作に関する調査結果報告書の提出について           〔P.40〕 

 

【その他】 

・ 3 月 ７日 福島復興本社移転のお知らせ                 〔P.48〕 

・ 3 月 23 日 炉心溶融の公表に関する経緯とこれまでのディスカッションにおける議論 

について                          〔P.49〕 

・ 3 月 29 日 経済産業大臣からの会社分割（ホールディングカンパニー制への移行）の 

認可について                        〔P.55〕 

・ 3 月 31 日 役員人事                          〔P.59〕 
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【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ 4 月 １日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 

（概要版）               〔別紙〕 

 

【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】 

・ 3 月 ４日 原子力規制委員会第 336 回審査会合 

－原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安全性について－ 

・ 3 月 ８日 原子力規制委員会第 337 回審査会合 

－設計基準への適合性について－ 

 

以 上 

 

 

 ＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2 0 1 6 年 3 月 8 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

区分：Ⅰ 
 

場所 5 号機 

件名 定期検査中における制御棒の動作（過挿入）について 

不適合の 

概要 

 

 

（発生状況） 

 2016 年 3 月 8 日午後 2時 8分頃、定期検査中の 5号機において、制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニット＊１の弁を操作していたところ、制御棒を操作していないにも関

わらず、制御棒ドリフト警報＊２が発生しました。 

制御棒の状態を確認した結果、制御棒（30-55）1 本が全挿入位置から更に挿入側

に一時的に動作（過挿入）していたものと判断しました。 

 

 本件は実用炉規則第 134 条に基づく報告事象に該当するものと判断し、当該規則

に基づき報告することとしました。 

 

なお、5号機は、原子炉内に燃料が装荷されており、制御棒が全挿入状態にありま

した。制御棒は一時的に挿入方向に動作し、その後、通常の全挿入位置を維持して

いることから、原子炉の安全上の問題はありません。 

 

 

（安全性、外部への影響） 

本事象による外部への放射能の影響はありません。  

 

＊1制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

制御棒を炉心内に挿入したり引き抜きしたりするため、制御棒駆動機構に駆動水等を送る装置。 

 

＊2 制御棒ドリフト警報 

制御棒が所定の位置にない状態となったことを示す警報。 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 
 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

■ 法令報告要 

□ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

 

 今後、原因について詳細に調査いたします。 

 

 

3



59

55

51

47

23

19

15

11

27

43

39

35

31

14 18 22 26

07

02 06 10

03

柏崎刈羽原子力発電所５号機
燃料・制御棒配置図

46 50 54 5830 34 38 42

挿入側に動作した制御棒（30-55）

：現在、装荷されている燃料集合体

：制御棒
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柏崎刈羽原子力発電所における
ガスタービン発電機車の

プラント周辺への設置について

2 0 1 6 年 3 月 1 0 日

東 京 電 力 株 式 会 社

柏崎刈羽原子力発電所

◯ 追加設置の経緯・目的
・現在、１～４号機側高台（海抜約35ｍ）にガスタービン発電機（以下、

ＧＴＧという）を３台設置している。
・周辺に送電鉄塔があり、送電線の万一のトラブルの影響を考慮し、海抜

約21ｍの高台にＧＴＧ２台を移設する工事を進めている。
・また、１～４号機側のＧＴＧ設置エリアからプラントまでの給電ケーブ

ルが敷設されている地下構造に関して、これまでの原子力規制庁との議
論を踏まえ、この度、ＧＴＧを分散させることでさらなる安全性の向上
を図ることができると判断し、プラント周辺にＧＴＧ２台を追加設置す
ることとした。

ガスタービン発電機車の追加設置について

1

◯ プラント周辺への設置台数・時期

・設置台数：既設３台中１台及び新規１台：計２台

・工事開始予定：201６年３月末頃～

◯ プラント周辺に設置するＧＴＧの用途・耐震クラス

・用途：６、７号機給電用設備

・耐震クラス：Ｓｓ （西山層へ約30ｍの坑を50本設置予定）
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ガスタービン発電機車の設置位置

2

◯ 設置位置（イメージ図）

ガスタービン発電機車

２

：既設ＧＴＧ ：新規ＧＴＧ

ガスタービン発電機車の概略図

154kV開閉所建屋

緊急用M/C(6.9kV)

高台電源設備

（緊急用Ｍ／Ｃ）設置

【７号機プラント周辺配備】

設置場所：海抜 約27m

【１～４号機側高台配備】

容量：4、500kVA
配備数：既設３台中２台
配備場所：１～４号機側高台(海抜. 約21m)

地下軽油

タンク設置

設置場所：海抜 約21m
容量：５万リットル×2基
空冷式GTG約2日(48時間)分
の燃料消費量
（６・７号機で１台起動想定）

既設軽油タンク（１～７号機）
合計570万リットル
輸送手段を整備中 既設軽油タンク

×７プラント

地元の石油販売業者と燃料調達契約を締結し、災害発生時
の燃料補給体制を構築

66kV開閉所

通常送電

原子炉建屋

補給水
ポンプ

ほう酸水
注入ポンプ

M/C (6.9kV)

原
子
炉

残留熱除去系

ポンプ

低圧配電盤
(480V)

復水貯蔵槽

ほう酸水タンク

容量：4、500kVA
配備数：既設３台中１台及び新規１台：計２台
配備場所：７号機プラント周辺(海抜 約12m)

地下軽油

タンク設置

設置場所：海抜 約12m
容量：５万リットル×2基
空冷式GTG約2日(48時間)分
の燃料消費量
（６・７号機で１台起動想定）

３

※写真については既存設備
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＜参考＞ガスタービン発電機車の概要

◯ ガスタービン発電機の目的

・燃料地下タンクから発電機車に収納しているタービンに燃料（軽油）を供給し、タービ

ンと軸直結の発電機を駆動することにより、プラントの重要機器に電源を供給する。

・制御車について

発電機出力を制御するための制御装置、直流電源装置等を備えている。

・発電機車について

ガスタービンおよび発電機本体を備えている。

容量 4500kVＡ

燃料 軽油

制御車

幅 約2.5ｍ

長さ 約10ｍ

高さ 約3.5ｍ

発電機車

幅 約2.5ｍ

長さ 約12ｍ

高さ 約3.7ｍ

○ ガスタービン発電機概要及びタンク概要

タンク容量 ５万リットル

内容 軽油

【タンク１基当たり】【ガスタービン発電機１台当たり】

４
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（お知らせ） 

 

柏崎刈羽原子力発電所 2～5号機における定期安全レビュー（第 2回） 

の実施について 

 

 2 0 1 6 年 3 月 1 4 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 

 

当所 2～5 号機（沸騰水型、定格電気出力 110 万キロワット）は、「柏崎刈羽原子力

発電所原子炉施設保安規定第 10条」にもとづき、定期安全レビューを実施いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 

定期安全レビューは、最新の原子力発電所における保安活動と同水準の保安活動を

維持しつつ安全運転を継続できる見通しを得ることを目的に、10 年を超えない期間ご

とに、原子力発電所における保安活動の実施状況の評価及び保安活動への最新の技術

的知見の反映状況の評価等を行い、原子力発電所の安全性・信頼性を総合的に評価す

るものです。 

当所 2～5号機における定期安全レビューは、第 1回の実施（2006 年 3 月 29 日お知

らせ済み）以降、今回が 2回目となります。 

 

定期安全レビューの結果、前回の定期安全レビュー以降の「品質保証活動」「運転管

理」「保守管理」「燃料管理」「放射線管理及び環境モニタリング」「放射性廃棄物管理」

「事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置」「安全文化の醸成活動」の各保安活動

で、管理面や設備面の改善及び「国内外原子力発電所の運転経験から得られた教訓」

等の最新の技術的知見の反映が行われていることを確認いたしました。今後も自主保

安活動を継続し、高い水準の安全性・信頼性の確保に努めてまいります。（別紙参照） 

 

また、評価対象期間以降にケーブル敷設不備等の事象が発生しておりますが、当社

は引き続き安全文化の醸成活動を行っていくとともに、発電所の課題を把握し改善の

方策を検討することにより、発電所全体の組織風土や原子力安全に対する認識、業務

品質の一層の向上を図り、プラントの安全性の維持・向上に努めてまいります。 

 

以 上 
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別紙 

 

柏崎刈羽原子力発電所2～5号機定期安全レビュー（第2回） 

報告書の要旨 

 

１ 当所2～5号機について 

当所2～5号機は、定格電気出力110万キロワットの沸騰水型軽水炉で

す。運転実績は、以下のとおりです。 

 

 2号機 3号機 4号機 5号機 

営業運転開始 1990年9月 1993年8月 1994年8月 1990年4月 

累積発電電力量 

（億kWh） 
1,219 1,015 933 1,407 

計画外停止回数 

（回／年） 
0.17 0.05 0.25 0.08 

累計設備利用率

（％） 
53.8 51.0 49.3 60.9 

（2014年3月31日現在） 

 

２ 評価対象期間 

 2005年4月1日から2014年3月31日 

 

３ 保安活動の実施状況の評価 

「品質保証活動」「運転管理」「保守管理」「燃料管理」「放射線管

理及び環境モニタリング」「放射性廃棄物管理」「事故・故障等発生時

の対応及び緊急時の措置」「安全文化の醸成活動」について、各保安活

動の改善状況を評価しました。 

その結果、改善する仕組みが妥当であると判断しました。主な判断理

由は以下の通りです。 

・自主的に実施した改善が継続していること。 

・不適合事象や指摘事項等に対する改善活動が、実施済みであるか実 

施中、もしくは計画済みであること。 

・不適合事象や指摘事項等に対する改善活動が継続していること。 

・同様な不適合事象や指摘事項等が再発していないこと、もしくは再

発しているが更なる改善が図られていること。 
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2 

なお、評価期間中に改善を実施した主な内容は以下のとおりです。 

 

［品質保証活動］ 

・防災・安全業務の集中化に伴う防災安全部の設置 

・リスクコミュニケーター※の設置 等 

   ※リスクコミュニケーターとは、原子力部門の情報を常に把握し、地域や社会

の目線にたったリスクコミュニケーションを推進し、会社が認識し公表すべ

き原子力リスクを経営層等に提言する役割を担っている。 

 

［運転管理］ 

・運転員の当直勤務の三交替制から二交替制への変更 

・シミュレータを使用した事前訓練等によるヒューマンエラー防止対

応 等 

 

［保守管理］ 

・新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価 

・耐震安全性評価及び耐震強化工事 

・現場に密着した管理業務実現の為の定期検査事務所の設置 等 

 

［燃料管理］ 

・漏えい燃料発生率低減と発生時の対応 等 

 

［放射線管理及び環境モニタリング］ 

・線量低減タスク（会議体）の設置による線量低減対策の促進 等 

 

［放射性廃棄物管理］ 

・総合廃棄物タスク（会議体）の設置による廃棄物の課題検討 

・分別等による廃棄物低減の取り組み 等 

 

［事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置］ 

・免震重要棟への技術支援センターの移設  
・原子力防災体制の見直し（ＩＣＳ（Incident Command System）体制 

の導入） 等  
 

［安全文化の醸成活動］  

・安全と品質達成のための行動基準の定着活動の実施  
・安全文化醸成に関する基本的な考え方の説明会の実施 他 
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3 

４ 保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価 

 

保安活動への最新の技術的知見（安全研究成果、国内外の原子力発電

所の運転経験から得られた教訓、技術開発成果、耐震新知見情報）の反

映状況を評価した結果、原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備

等について、最新の技術的知見を適切に反映している、反映が実施中で

ある、もしくは反映を計画していることから安全性・信頼性の維持・向

上を図っていると判断しました。 

また、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、浸水防止対策の強

化、電源機能の強化、注水・冷却機能の強化、水素爆発の防止、計測・

監視機能の強化、緊急時体制の強化等を実施してきており、引き続き更

なる安全性の向上に努めてまいります。 

 

最新の技術的知見の主な反映事項は以下のとおりです。 

 

・新潟県中越沖地震を踏まえた対応 

・福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応 等 

 

今後とも原子炉施設の安全性・信頼性に関する重要な技術的知見が得

られた際は、これら技術的知見を反映すべく継続して自主保安活動を実

施してまいります。 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所 5 号機制御棒動作における 

発電用原子炉施設故障等報告書の提出について 

 

 
2 0 1 6 年 3 月 1 8 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 
 
 

当社柏崎刈羽原子力発電所は、2016 年 3 月 8 日に定期検査中の 5 号機において発生し

た、制御棒 1 本が一時的に動作（過挿入）したと判断した事象について、その原因を調査

しております。 

本日、本件について「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条第 13 号」

に基づき発電用原子炉施設故障等報告書（別紙参照）を原子力規制委員会に提出いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

 今後、本件について原因調査を継続し、再発防止対策をとりまとめ次第、原子力規制委

員会に報告いたします。 

 

 

 

以 上 

 

 

 別紙：発電用原子炉施設故障等報告書 
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別紙 

発電用原子炉施設故障等報告書 

平成２８年３月１８日 
 

東京電力株式会社 

件 名 
柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 

定期検査中における制御棒１本の予期せぬ動作について 

事 象 発 生 の 日 時 平成 28 年 3 月 8 日 15 時 23 分（操作していない制御棒の動作と判断） 

事 象 発 生 の 場 所 柏崎刈羽原子力発電所 ５号機 

事 象 発 生 の 

発電用原子炉施設名 
計測制御系統設備 制御材駆動装置 制御棒駆動機構 

事 象 の 状 況 

 5 号機は第 13 回定期検査中のところ、平成 28 年 3 月 8日 14 時 8 分、制御棒駆動

水圧系水圧制御ユニット（以下、「ＨＣＵ」という。）の復旧作業中に中央制御

室において「制御棒ドリフト」警報が発生した。 

中央制御室の運転員は、炉内に全燃料が装荷されている状態であったため、直

ちに中性子源領域モニタ（ＳＲＭ）の指示に変動がないことを確認するととも

に、「全挿入・全引抜・ドリフト表示」を確認したところ、185 本ある制御棒のう

ちの１本（30－55）に「全挿入」および「ドリフト」ランプが点灯していること

を確認した。その後、制御棒位置表示器の指示を確認したところ全挿入位置

「00」ポジションであることを確認した。 

また、警報発生時に現場運転員が当該制御棒（30-55）のＨＣＵ復旧作業中であ

ったことが確認されたことから、当該制御棒が実際に全挿入位置「00」ポジショ

ンより更に挿入側に動作し復帰したものと判断し、同日 15 時 23 分に操作していな

い制御棒の挿入動作による、実用炉規則第百三十四条第十三号に該当するものと

判断した。 

なお、本事象による外部への放射能の影響はなかった。 

事 象 の 原 因  調査中 

保 護 装 置 の 種 類 

及 び 動 作 状 況 
 該当せず 

放 射 能 の 影 響  な し 

被 害 者  な し 

他に及ぼした障害  な し 

復 旧 の 日 時  未 定 

再 発 防 止 対 策  事象の原因調査を踏まえ、必要な対策を行うこととする。 
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2015 年度低レベル放射性廃棄物の輸送計画の変更について 

 

2016 年３月 22 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、2015 年度の低レベル放射性廃棄物の日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物

埋設センター（青森県六ヶ所村）向けの輸送について、以下のとおり計画を変更いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

今回の変更は、日本原燃株式会社低レベル放射性廃棄物埋設センター施設内の一時貯蔵

天井クレーンに不具合が発生し、輸送物の受入れができないことから、今年度の輸送を取

り止めたものです。 

 

 来年度の輸送計画については、今後、検討してまいります。 

 

・2015 年度 低レベル放射性廃棄物輸送計画 

（変更前） 

輸送時期 輸送数量 輸送容器型式・個数 搬出先 搬出元 

３月 1,264 本 ＬＬＷ－2型 158 個 
日本原燃株式会社 

（青森県六ヶ所村） 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

輸送容器１個あたり廃棄体８本収納 

 

（変更後） 

  今年度の輸送なし。 

以 上 
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（お知らせ） 

 

第 62回原子力規制委員会（2016 年 3 月 23 日開催）における議論について 

 

2 0 1 6 年 3 月 2 3 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

 本日、第62回原子力規制委員会が開かれ、柏崎刈羽原子力発電所6,7号機の新規制基

準適合性審査の状況について議論がなされており、「耐震設計方針の審査を開始したと

ころ、（中略）東京電力（株）は、審査を進めるための必要な資料等の準備をしていな

かったため、今後、その準備に相当の時間を要することが見込まれる。」「耐震設計方

針等の一部項目を除き、柏崎刈羽６，７号炉の審査資料が整理されてきており、それ

らを他のプラントの審査の際にひな形として活用していくことが可能となることから、

今後、他のプラントについても地震・津波の審査の状況等を勘案しつつ、審査を進め

ることとする。」と言及されています。 

 

当社といたしましては、「耐震設計に係る工認審査ガイド」に基づき、設置許可に関

する審査終了後に行われる工事計画認可の審査において詳細を議論させていただくも

のと考えていた耐震設計関連の項目の一部について、設置許可に関する審査の中で議論

させていただくこととなったことから、ご説明資料の準備等にある程度の時間をいただ

くことになるものと考えております。 

 

また、同６，7 号機における審査資料が他プラントの審査の際のひな形としてもご活

用いただけるとのことから、集中審査プラントとしてこれまで審査頂いた内容について

は、耐震設計方針等の一部項目を除いて概ねご理解を得られたものと考えております。 

 

今後も引き続き、原子力規制委員会による審査に真摯に対応するとともに、安全対策

を着実に進めてまいります。 

 

以 上 
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柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の
新規制基準への適合性審査の状況について

2016年3月24日

1

審査の流れについて

東京電力原子力規制委員会

2013年7月8日
新規制基準施行

2013年9月27日
適合性申請

原子炉設置変更許可申請

保安規定変更認可申請

工事計画認可申請

2013年11月21日～ 審査会合

補正書申請

原子炉設置変更許可申請

保安規定変更認可申請

工事計画認可申請

審査書案作成

認 可

許 可

使用前検査

認 可
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地震・津波等の審査状況

主要な審査項目 審査状況

地質・地盤

敷地周辺の断層の活動性 実施中

敷地内の断層の活動性 実施中

地盤・斜面の安定性 実施中

地震動 地震動 実施中

津波 津波 実施中

火山 対象火山の抽出 実施中

2

2016年3月23日現在

3

当社に関わる審査会合は、2016年3月23日までに28回行われています。

原子力規制委員会による追加地質調査に関わる現地調査が行われています。

（１回目：2014年２月17日、18日 ２回目：2014年10月30日、31日

3回目：2015年3月17日）

至近の審査会合では、2016年3月4日に原子炉建屋等の基礎地盤および

周辺斜面の安定性について、説明させていただいております。

地震・津波等の審査状況

24



プラントの審査状況

4

主要な審査項目 審査状況

設計基準
対象施設

外部火災（影響評価・対策） 実施中

火山（対策） 実施中

竜巻（影響評価・対策） 実施中

内部溢水対策 実施中

火災防護対策 実施中

重大事故
等対処施設

確率論的リスク評価（シーケンス選定含） 実施中

有効性評価 実施中

解析コード 実施中

制御室（緊急時対策所含） 実施中

フィルタベント 実施中

2016年3月23日現在

5

プラントの審査状況

当社に関わる審査会合は、2016年3月23日までに74回行われています。

2014年12月12日に原子力規制委員会による現地調査が行われています。

至近の審査会合では、2016年3月8日に既工認で採用実績のない耐震評価

手法について、説明させていただいております。
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2016 年度使用済燃料等の輸送計画について 

 

2016 年３月 30 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、2016 年度の輸送計画を以下のとおり計画しておりますので、お知らせ

いたします。 

 

１． 2016 年度 使用済燃料輸送計画 

輸送時期 輸送数量 
輸送容器型式・

基数 
搬出先 搬出元 

第 3 

四半期 

ＢＷＲ燃料 69 体

約 12 トンＵ 

ＨＤＰ－69Ｂ型

１基 

リサイクル燃料貯蔵

株式会社 

（青森県むつ市） 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

（注）上記計画は、変更になることがあります。       トン U：燃料集合体中の金属ウラン重量 

日本原燃株式会社（青森県六ヶ所村）向けの輸送計画はありません。 

 

２． 2016 年度 低レベル放射性廃棄物輸送計画 

輸送時期 輸送数量 
輸送容器型式・

個数 
搬出先 搬出元 

３月 1,912 本 
ＬＬＷ－2 型  

239 個 

日本原燃株式会社 

（青森県六ヶ所村） 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

（注）上記計画は、変更になることがあります。 

 

３． 2016 年度 新燃料輸送計画 

当社原子力発電所向けの新燃料輸送計画はありません。 

 

以 上 
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1 

柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る対応について（報告） 

 

2 0 1 6 年 3 月 3 0 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、柏崎刈羽原子力発電所６号機中央制御室床下において誤ってケーブルが

敷設されていた事例に関して、安全上重要な設備の改造工事における設計管理の不

備との関連を踏まえた原因と対策を、2015 年 11 月 30 日に、原子力規制委員会に

報告いたしました。（福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況の調査報告を

含む） 

 

2016 年 1 月 6 日、原子力規制委員会より、「誤ってケーブルが敷設されていた事

例」は保安規定違反区分「違反２」と判断され、同日、原子力規制委員会より柏崎

刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に関する指示文書     

（追加指示）※を受領いたしました。 

 

2016 年 1 月 29 日、当社は、根本原因分析を実施し、その結果を踏まえた再発防

止対策を策定するとともに、柏崎刈羽原子力発電所 1～7 号機の中央制御室床下お

よび現場ケーブルトレイの不明ケーブルの調査結果を取り纏め、原子力規制委員会

に報告いたしました。 

（2016 年 1 月 29 日までにお知らせ済み） 

 

当社は、受領した指示文書に基づき、福島第二原子力発電所におけるケーブル敷

設状況の調査結果および当社としての品質マネジメントシステムの検証結果等につ

いて、本日、原子力規制委員会へ報告いたしましたのでお知らせいたします。 

 

柏崎刈羽原子力発電所６号機中央制御室床下において誤ってケーブルが敷設され

ていた事例を踏まえて、福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況を 2015

年 11 月より調査した結果、柏崎刈羽原子力発電所同様、中央制御室床下（3、4 号

機）や、現場ケーブルトレイ（1～4 号機）においてケーブル敷設の誤りが確認され

ました。 
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2 

 

 福島第二原子力発電所の事例に関する直接要因および背景要因は、柏崎刈羽原子

力発電所の事例と共通であり、柏崎刈羽原子力発電所の品質マネジメントの検証と

して 2016 年 1 月 29 日に報告した根本原因分析から導き出された 3 つの組織的要

因（設計管理プロセスの不備、教育の不足、継続的な検証の弱さ）と同様であるこ

とを確認しました。従って、そうした要因を踏まえた再発防止策、具体的には、「設

計管理プロセスの改善」「教育の充実」「継続的な設備状態の確認」等の対策を、福

島第二原子力発電所においても着実に実施いたします。 

さらに、既存の安全機能を有する設備に同様な事象が潜在していないことを確認

するため、現場の設備状態について計画的に確認をしてまいります。 

 

 当社は、このたびの事例を重く受け止め、柏崎刈羽原子力発電所および福島第二

原子力発電所において本事例に係る調査を行ってまいりましたが、引き続き、ケー

ブルの是正処置を順次進めていくとともに、策定した再発防止対策を着実に取り組

んでまいります。 

 

以 上 

 

添付資料 

（1） 柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る対応について

（報告） 

 

※ 指示文書（追加指示） 

 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応に

ついて（追加指示） 

 

原子力規制委員会（以下「当委員会」という。）は、平成 27 年 11 月 4 日に貴社柏崎刈羽原

子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設への対応について指示し、同月 11 日及び 30 日

に貴社から報告を受けたところです。 

当該報告の内容を精査したところ、本事案が発生した原因として同月 30 日に貴社から提出さ

れた報告書に示されている内容は、同発電所だけでなく貴社の設置する他の発電用原子炉施設

にも共通する可能性があると考えられること等から、貴社に対し、下記のとおり対応すること

を求めます。 

記 

 

1．貴社柏崎刈羽原子力発電所において確認された不適切なケーブル敷設について、根本的な原 

因を究明するために行う分析を実施するとともに、その結果を踏まえた再発防止対策を策定

【地域の会】※報告書(P148)は、ホームページを参照ください。 
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3 

 

し、平成 28 年 1 月 29 日までに報告すること。 

2．貴社福島第二原子力発電所における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分 

離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。 

3．2．の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場合は、不 

適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切にケーブルが敷

設された原因の究明及び再発防止対策を策定すること。 

4．貴社柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機能を有する設

備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、貴社福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子

力発電所内の工事により、安全機能を有する設備（既に受けた許可に係るものに限る。以下

同じ。）に対して、火災防護上の影響等、安全機能へ影響を与えるような工事が行われるお

それのある手順等になっていないか、貴社の品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」と

いう。）を検証すること。また、検証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合には、既

存の安全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査する

こと。 

5．上記 2．から 4．までの結果を平成 28 年 3 月 31 日までに当委員会に報告すること。 

6．2．の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び 4．の検証の結果、ＱＭＳ 

に問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく当

委員会に報告すること。 
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福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の 

「原子力事業者防災業務計画」の修正ならびに届出について 

 

2016 年 4 月 1 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、2000 年 6 月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力  

事業者防災業務計画＊」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。 

 

原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は毎年「原子力事業者  

防災業務計画」を見直し、必要がある場合はこれを修正することとしております。 

 

今回、ホールディングカンパニー制への移行に伴う社内組織の変更および社内防災

組織の変更等による各発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正について、福島

県および新潟県をはじめ地元自治体との協議を進めてまいりました。 

 

本日、地元自治体との協議が終了し準備が整ったことから、各発電所の「原子力事

業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

以 上 

 

＊「原子力事業者防災業務計画」 

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに   

原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。 

 

○別添資料１ 

・福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の「原子力  

事業者防災業務計画」の修正要旨について 

○別添資料２ 

・福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の「原子力  

事業者防災業務計画」の構成と主な内容 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 
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福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 、 福 島 第 二 原 子 力 発 電 所 お よ び 柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所

の「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について  

    

 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号，最終改正平成 24

年法律第 47 号）第７条第１項の規定に基づき福島第一原子力発電所、福島

第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務

計画」を修正いたしましたので、「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨

について、同条第３項の規定に基づき、その要旨を以下のとおり公表いた

します。 

 

１．修正の目的 

 2000 年６月に福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎

刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を作成したが、原子力

災害対策特別措置法関連法令の改正等を踏まえ、所要の修正を行った。 

 

２．修正の年月日 

 2016 年４月１日 

 

３．修正の要旨 

（１）ホールディングカンパニー制への移行に伴う社内組織の変更 

・ホールディングカンパニー制への移行に伴う組織名を変更。 

 

（２）社内防災組織の変更 

・社内防災組織の変更に伴う組織名および役割を一部変更。 

 

 

以  上  

 

別添資料１  
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福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 、 福 島 第 二 原 子 力 発 電 所 お よ び 柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所

の「原子力事業者防災業務計画」の構成と主な内容 

 

１．構成 

 第１章  総則  

   第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

   第２節 定義  

   第３節 原子力事業者防災業務計画の基本構想 

   第４節 原子力事業者防災業務計画の運用 

   第５節  原子力事業者防災業務計画の修正 

 第２章  原子力災害予防対策の実施       

   第１節 防災体制 

   第２節 原子力防災組織の運営 

   第３節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

   第４節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備 

    第５節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検 

    第６節 防災教育の実施 

    第７節 訓練の実施 

    第８節 関係機関との連携 

    第９節 発電所周辺の方々を対象とした平常時の広報活動 

 第３章  警戒事態発生時における対応 

  第１節 通報及び連絡 

  第２節 応急措置の実施 

  第４章  緊急事態応急対策等の実施 

   第１節 通報及び連絡 

   第２節 応急措置の実施 

   第３節 緊急事態応急対策 

 第５章  原子力災害事後対策 

   第１節 発電所の対策 

   第２節 原子力防災要員等の派遣等 

  第６章  その他  

   第１節 他の原子力事業者への協力 

 

２．主な内容（抜粋） 

（１）原子力災害予防対策の実施（第２章） 

  ①  緊急時態勢の区分（第１節） 

 原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事

故原因の除去、原子力災害の拡大の防止その他必要な活動を迅速か

つ円滑に行うため、原子力災害の情勢に応じて次に掲げるとおり緊

別添資料２  
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急時態勢を区分する。 

       原子力警戒態勢 ：原子力災害対策指針に基づく警戒事象発生の

通報を行った場合 

       第１次緊急時態勢：原子力災害対策特別措置法第 10 条の特定事象

発生の通報を行った場合 

        第２次緊急時態勢：原子力災害対策特別措置法第 15 条に基づく原

子力緊急事態宣言が発出される事態（原子力緊

急事態）に至った場合 

  ②  原子力防災組織（第１節） 

 発電所及び本社に原子力災害の発生または拡大を防止するために

必要な活動を行う原子力防災組織を設置する。 

  ③  原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務（第１節） 

 原子力防災管理者は、発電所長があたり、原子力防災組織を統括

管理する。また、副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐

し、原子力防災管理者が不在の場合にはその職務を代行する。 

  ④  通報連絡体制及び情報連絡体制（第２節） 

 原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受けたとき、

又は自ら発見したときに際し、通報連絡体制を整備する。また、通

報を行った後の社外関係機関及び社内への報告及び連絡について連

絡体制を整備する。 

  ⑤  放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備（第３節） 

 原子力防災管理者は、放射線測定設備（モニタリングポスト）を

整備、維持するとともに、原子力防災資機材及び資料等を整備する。 

    ⑥  原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検（第５

節） 

 原子力防災管理者は、緊急時対策所、気象観測設備及び緊急時対

応情報表示システム等を整備・点検する。 

  ⑦  防災教育及び訓練の実施（第６節、第 7 節）  

 原子力防災管理者は、原子力防災組織及び活動に関する知識並び

に放射線防護に関する知識等について防災教育を実施するとともに、

防災訓練（緊急時演習）及び通報訓練等を実施する。また、国又は

地方公共団体が主催する原子力防災訓練に参加する。 

  ⑧  発電所周辺の方々を対象とした広報活動（第９節） 

 原子力防災管理者は、発電所周辺の方々に対し、国、地方公共団

体と協調して放射性物質及び放射線の特性等についての理解活動に

努める。 

（２）警戒事態発生時における対応（第３章） 

  ①  通報の実施（第１節） 

 原子力防災管理者は、警戒事態を判断する事象の発生について通
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報を受け、又は自ら発見したときは、関係機関にファクシミリ装置

を用いて一斉に送信する。 

 また、この通報を行ったときは、その旨を報道機関へ発表する。 

  ②  原子力警戒態勢発令時の対応（第１節） 

 原子力防災管理者は、警戒事態を判断する事象の通報を行ったと

きは、原子力警戒態勢を発令し、警戒本部を設置する。 

  ③  情報の収集と提供（第１節） 

 発電所警戒本部の各班長は、事故及び被害状況等を迅速かつ的確

に収集し、発電所警戒本部長に報告する。また、その情報を定期的

に収集し、社外関係機関に連絡する。 

  ④  応急措置の実施（第２節） 

 発電所対策本部の各班長は第４章に示す応急措置の各措置につい

て、必要に応じ実施する。 

 

（３）緊急事態応急対策等の実施（第４章） 

  ①  通報の実施（第１節） 

 原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受け、又は

自ら発見したときは、15 分以内を目途として、関係機関にファクシ

ミリ装置を用いて一斉に送信する。 

 また、この通報を行ったときは、その旨を報道機関へ発表する。 

  ②  緊急時態勢発令時の対応（第１節） 

 原子力防災管理者は、特定事象の通報を行ったときは、緊急時態

勢を発令し、緊急時対策本部を設置する。 

  ③  情報の収集と提供（第１節） 

 発電所対策本部の各班長は、事故及び被害状況等を迅速かつ的確

に収集し、発電所対策本部長に報告する。また、その情報を定期的

に収集し、社外関係機関に連絡する。 

  ④  応急措置の実施（第２節） 

 発電所対策本部の各班長は次の応急措置を実施する。 

（ａ）発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪

者等に対する避難の周知 

（ｂ）発電所内及び発電所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等

による放射能影響範囲の推定 

（ｃ）負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者

の救出及び医療活動、緊急時対策要員に対する健康管理等 

（ｄ）火災状況の把握と迅速な消火活動 

（ｅ）不必要な被ばくを防止するための、立入り禁止措置の実施並

びに放射性物質による予期しない汚染が確認された場合の拡大

防止と除去 
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（ｆ）避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量評

価並びに放射性物質による汚染が確認された場合の拡大防止と

除去 

（ｇ）緊急時態勢が発令された場合の事業者プレスセンターの開設

及びオフサイトセンターでの広報活動 

（ｈ）中央制御室の監視及び巡視点検の実施によるプラント状況把

握及び応急復旧計画に基づく復旧対策の実施 

（ｉ）事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推

定による必要な措置の検討・実施 

（ｊ）原子力防災資機材及びその他原子力災害対策活動に必要な資

機材の調達・輸送 

（ｋ）事業所外運搬に係る事象が発生した場合の要員派遣並びに運

搬を委託された者等との協力による原子力災害発生防止の措置

を実施 

（ｌ）オフサイトセンターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡

を受けた場合の原子力防災要員等の派遣及び原子力防災資機材

の貸与等の実施 

  ⑤  緊急事態応急対策（第３節） 

（ａ）第２次緊急時態勢の発令 

 発電所対策本部長は、原子力緊急事態の発生に至った場合、

社外関係機関にその旨を報告し、第２次緊急時態勢を発令する。 

（ｂ）原子力災害合同対策協議会等との連絡報告 

 発電所対策本部長は、オフサイトセンターに派遣されている

原子力防災要員等と連絡を密に取り、原子力災害合同対策協議

会から発電所に対して要請された事項に対応するとともに、原

子力災害合同対策協議会に対して必要な意見を進言する。 

（ｃ）事業所外運搬事故における対策 

 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、運搬を委託された

者と協力し、原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態

応急対策を主体的に講じる。 

 

（４）原子力災害事後対策（第５章） 

 原子力防災管理者は、原子力緊急事態解除宣言があった時以降におい

て、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力

災害事後対策を実施する。 

①   復旧対策（第１節） 

 発電所対策本部長は、原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握

等について復旧計画を策定、実施する。 

    ②  広報活動（第２節） 
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 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、被災者への相談窓口の

設置及び報道機関への情報提供等の広報活動を実施する。 

  ③  環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去（第２節） 

 原子力防災管理者は、社外関係機関に原子力防災要員等の派遣及

び原子力防災資機材の貸与を行い、環境放射線モニタリング、汚染

検査及び汚染除去等の必要な措置を講じる。 

 

（５）他の原子力事業者への協力（第６章）（第１節） 

 他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、原子

力防災管理者は、発災事業者からの要請に応じ、緊急事態応急対策及び

原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、環境放

射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去、原子力防災要員

等の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な協力を行う。 

 

                                      以  上  
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柏崎刈羽原子力発電所 5 号機定期検査中における 

制御棒１本の予期せぬ動作に関する調査結果報告書の提出について 

 

2016 年 4 月 8 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

2016 年 3 月 8 日午後 2 時 8 分頃、定期検査中の 5 号機において、制御棒駆動水圧系水

圧制御ユニット＊１の弁を操作していたところ、制御棒を操作していないにも関わらず、制

御棒ドリフト警報＊2が発生しました。 

制御棒の状態を確認した結果、制御棒（30-55）1 本が全挿入位置から更に挿入側に一

時的に動作（過挿入）していたものと判断しました。 

本件は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条に基づく報告事象に該当

するものと判断し、当該規則に基づき報告しております。 

なお、5 号機は、原子炉内に燃料が装荷されており、制御棒が全挿入状態にありました。

制御棒は一時的に挿入方向に動作し、その後、通常の全挿入位置を維持していることから、

原子炉の安全上の問題はありません。また、本事象による外部への放射能の影響はありま

せん。                （2016 年 3 月 8 日お知らせ済み・公表区分Ⅰ） 

 

本事象の原因について、その後、詳細な調査を行い、対策を検討中であることを、実用

発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条に基づく報告書を原子力規制委員会へ

提出しました。                 （2016 年 3 月 18 日お知らせ済み） 

 

当社は、本件について原因調査および再発防止対策を取りまとめ、本日、原子力規制委

員会に報告いたしましたので、お知らせいたします。 

報告概要は以下の通りです。 

 

1．発生メカニズム （添付資料－1、2 参照） 

調査の結果、当該制御棒が過挿入した推定メカニズムは以下の通りです。 

（1）スクラム＊3 入口弁［126 弁］のボンネットフランジ部の片締め＊4 に加え、弁の動作

試験を 2013 年 2 月 5 日に実施したことにより、その後シート状態が変化した。 

（2）2014 年 3 月 10 日、方向制御弁＊5［120 弁、121 弁、122 弁、123 弁］点検に伴う

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット配管内の水張りを実施した。その際、駆動水挿入
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配管隔離弁［101 弁］手前の垂直配管内にエアが残留した。 

（3）2016 年 2 月 22 日、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの点検が完了したため、ア

キュムレータ＊6に充填水の水張りを実施した。スクラム入口弁［126 弁］のシート状

態が変化していたため、シートからの漏えいが発生し、垂直配管内のエアが蓄圧され

た。 

（4）2016 年 2 月 22 日、蓄圧箇所の圧抜きを実施した。しかしながら、駆動水挿入配管

隔離弁［101 弁］手前の垂直配管内のエアは、配管配置上、残留したままとなった。 

（5）蓄圧箇所の圧抜きを実施した 2016 年 2 月 22 日以降、スクラム入口弁［126 弁］シ

ートからの漏えいにより充填水配管内の残留エアが加圧された。（シートからの漏えい

が止まる 2016 年 3 月 7 日まで加圧状態は継続。） 

（6）2016 年 3 月 7 日、残留エアの加圧後に片締め対策として規定トルクでの締め付け確

認のためスクラム入口弁［126 弁］ボンネットフランジ部の増し締めを実施したこと

により、シート状態が変化しシートからの漏えいが止まった。 

（7）2016 年 3 月 8 日、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット復旧作業で駆動水挿入配管隔

離弁［101 弁］を開操作した。その際、垂直配管内に蓄圧された残留エアが開放され、

体積が膨張した。 

（8）体積膨張した残留エアが制御棒駆動機構ピストン下部に流入し、制御棒駆動機構ピ

ストン下部に圧力が加わり制御棒駆動機構を挿入側に一時的に動作させた。その結果、

「制御棒ドリフト」警報が発生した。 

（9）制御棒駆動機構を一時的に動作させた残留エアは、その後、原子炉へ流れて減圧し

たため、過挿入した制御棒は自重により全挿入位置まで戻った。 

 

なお、本事象発生時は、制御棒駆動水圧系リターン運転＊7を実施し引き抜き配管への

過剰な圧力上昇を防止していることと、駆動水差圧調整弁を全開状態にしていたことか

ら、制御棒が予期せずに引き抜ける可能性※はありませんでした。 

 

※：制御棒が引き抜けるためには、制御棒の位置を保持するラッチを開放するため、制

御棒駆動水圧系の引き抜き側に駆動水圧力（0.59MPa）をかける必要がある。 

 

2．推定原因 

  制御棒駆動機構挿入配管ラインに蓄圧されたエアを起因とした、予期せぬ制御棒動作

を防止するために蓄圧箇所の圧抜きを実施していたものの、スクラム入口弁［126 弁］

のシートからの漏えいにより駆動水挿入配管隔離弁［101 弁］手前の垂直配管内に残留

していたエアが再蓄圧された。この状態を認識できずに、制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニット復旧作業として、駆動水挿入配管隔離弁［101 弁］を開操作したことにより、制
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御棒駆動機構ピストン下部に一時的に圧力がかかる状態となり、制御棒駆動機構を挿入

側に動作させた。 

 

3．再発防止対策 

（1）スクラム入口弁［126 弁］のシートからの漏えい防止対策 

スクラム入口弁［126 弁］点検後、面間管理＊8を実施することで、スクラム入口弁

のシートからの漏えいを防止する。また、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを長期

間隔離している場合は、アキュムレータ加圧前にスクラム入口弁のシートからの漏え

いがないことを確認する。 

 

（2）駆動水挿入配管隔離弁［101 弁］手前の垂直配管内への残留エア防止対策 

（添付資料－3 参照） 

駆動水挿入配管隔離弁［101 弁］手前の垂直配管内に残留するエアをなくすことを

目的に、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット復旧作業で実施する駆動水挿入配管隔離

弁［101 弁］の開操作を実施する。 

具体的には、制御棒駆動水圧力系水圧制御ユニット復旧時、スクラム入口弁［126

弁］に充填水ライン側から加圧する前に、制御棒駆動水ライン側において従来と同じ

蓄圧開放操作を実施する。その際、制御棒を動作させる原因を除去するため、駆動水

挿入配管隔離弁［101 弁］の開操作をし、駆動水挿入配管隔離弁［101 弁］手前の垂

直配管内に残留していたエアを原子炉へ排出する。垂直配管内にエアが存在しない状

態となるが、その状態を維持したまま、確実にエアを排出するために制御棒駆動水ラ

イン側の［104 弁］を開操作する。その後、充填水ラインを水張りし、制御棒駆動水

ライン側の制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット復旧のための弁操作［102 弁、101 弁、

103 弁、104 弁、105 弁を開操作］を実施する。 

 

 

以 上 

 

＊1 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

制御棒を炉心内に挿入したり引き抜きしたりするため、制御棒駆動機構に駆動水等を送る装置。 

 

＊2 制御棒ドリフト警報 

制御棒が所定の位置にない状態となったことを示す警報。 

 

 

42



4 

 

＊3 スクラム入口弁 

緊急で制御棒を挿入する際に使用する駆動水を供給するための弁。 

 

＊4  フランジ部の片締め 

フランジ面の隙間が不均一で一方向に傾いたまま締め付けられている状態。 

 

＊5  方向制御弁 

制御棒駆動機構のピストン部の上下に水圧を掛け水の流れを入れ替えるための弁。 

 

＊6  アキュムレータ 

制御棒を水圧により急速挿入（スクラム）するための高圧窒素ガスを供給する装置。なお、 

通常の制御棒の駆動操作（挿入・引き抜き）は、制御棒駆動水圧系のポンプによる水圧で駆動 

させている。 

 

＊7  リターン運転 

     原子炉停止時の全制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを隔離する前の手順として、制御棒 

    駆動水圧力系の冷却水の一部について、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを通さずに原子 

    炉へ流す運転。これにより、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの挿入および引抜き配管へ 

     の過剰な圧力上昇を防止する。 

 

＊8  面間管理 

フランジの面間が均一になるよう隙間を確認しながら対角に締め込み、締め付け後の面間測

定において許容値以内に管理することで片締めを防止する。 

 

＜添付資料＞ 

（添付資料－1）柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 制御棒駆動水圧系 概略図 

（添付資料－2）柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 制御棒の動作 推定メカニズム 

（添付資料－3）柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 制御棒の動作 再発防止策 

（添付資料－4）柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 燃料・制御棒配置図 

（添付資料－5）柏崎刈羽原子力発電所 5 号機 定期検査中における制御棒 1 本の 

予期せぬ動作について（報告） 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 

43



44



  
 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

1
1

2
 

窒
素

 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

窒
 

素
 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
1

3
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

1
1

2
 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

窒 素
 

気
 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

1
1

2
 

窒
素

 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

窒
 

素
 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

1
1

2
 

窒
素

 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

窒
 

素
 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
0

1
 1

2
6

 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

1
1

2
 

窒
素

 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

窒
 

素
 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 

1
0

1
 

1
0

1
 

1
0

1
 

1
0

1
 

①
 

通
常

隔
離

状
態

（
2

0
1

3
.7

.1
0

以
前

）
 

③
 

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

隔
離

復
旧

 

（
水

張
り

）
（

2
0

1
4

.3
.1

0
）

 

⑥
 

挿
入

隔
離

弁
開

操
作

に
よ

り
ド

リ
フ

ト
発

生
 

(2
0

1
6

.3
.8

) 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

柏
崎

刈
羽

原
子

力
発

電
所

５
号

機
 

「
制

御
棒

の
動

作
 

推
定

メ
カ

ニ
ズ

ム
」

 

1
0

1
弁

を
開

け
る

こ
と

に
よ

り
、
加

圧
さ

れ
た

空
気

溜
ま

り

が
膨

張
し

、
制

御
棒

を
少

し
挿

入
。

そ
の

後
、

圧
力

が
な

く
な

り
元

の
位

置
に

戻
っ

た
。

 

充
填

水
ラ

イ
ン

 

ピ
ス

ト
ン

 

配
管

配
置

上
、

方
向

制
御

弁

復
旧

時
、

1
0

1
弁

手
前

垂
直

配
管

に
は

空
気

が
入

る
。

 

 

制
御

棒
駆

動
 

水
圧

系
ポ

ン
プ

 

1
2

7
 

1
0

2
 

1
0

5
 

ス
ク

ラ
ム

排
出

容
器

へ
 

制
 

御
 

棒
 

1
1

2
 

排
出

ヘ
ッ

ダ
へ

 

1
0

4
 

1
0

3
 

1
2

6
 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

1
 

1
2

0
 

F
C

V
 

1
0

7
 1

0
1

 

②
 

方
向

制
御

弁
点

検
 

（
2

0
1

3
.7

.1
0

～
1

0
.1

7
）
 

制
御

棒
 

駆
動

機
構

 

1
1

3
 

充
填

水
ラ

イ
ン

 
1

1
3

 
充

填
水

ラ
イ

ン
 

1
1

3
 

充
填

水
ラ

イ
ン

 
1

1
3

 
充

填
水

ラ
イ

ン
 

1
1

3
 

充
填

水
ラ

イ
ン

 

1
2

6
弁

が
弁

シ
ー

ト
部

か
ら

の
漏

え
い

に
よ

り
残

留
エ

ア
が

蓄
圧

状
態

。
 

配
管

配
置

上
、
圧

力
だ

け
開

放
さ

れ
1

0
1

弁
手

前
垂

直

配
管

に
は

空
気

が
残

留
す

る
。

 

添付資料－２ 

F
１

0
1

 
F
１

0
1

 
F
１

0
1

 

F
１

0
1

 
F
１

0
1

 
F
１

0
1

 

：
水

：
充

填
水

（
加

圧
状

態
）

：
窒

素

：
空

気

凡
例

】
 ：

弁
閉

：
弁

開

：
逆

止
弁

【

窒
 

素
 

窒
素

 

：
弁

取
外

 

 
 

窒
素

 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

リ
タ

ー
ン

運
転

中
 

シ
ー

ト
漏

え
い

 
シ

ー
ト

漏
え

い
 

④
 

蓄
圧

開
放

操
作

実
施

 

（
2

0
1

6
.2

.2
2

）
 

⑤
 

圧
力

開
放

操
作

後
ス

ク
ラ

ム
弁

漏
え

い
に

よ
り

 

再
蓄

圧
（

2
0

1
6

.2
.2

2
～

3
.7

）
 

調
整

開
 

調
整

開
 

調
整

開
 

調
整

開
 

調
整

開
 

調
整

開
 

45



柏崎刈羽原子力発電所５号機 「制御棒の動作 再発防止策」

添付資料－３

制
御
棒

102

105

スクラム排出容器へ

窒素

排出ヘッダへ

窒
素

104

103

122

FCV

107

101

ピストン

113
（充填水入口弁）

制御棒駆動
水圧系ポンプ

制御棒
駆動機構

制
御
棒

F501

御棒駆動水圧系水
圧制御ユニット復
旧前に圧抜き

127

スクラム排出容器へ

112

窒素

排出ヘッダへ

窒

素

126

123

121

120

107

101

ピストン

制御棒
駆動機構

制
御
棒

F１０１

②挿入隔離弁および冷却水
隔離弁を開にすることによ
り垂直配管に残留する低
い圧力のエアを炉側へ
排出

①アキュムレータに充填
水を水張りする前に圧
抜き

③残留エアを炉側へ排出後、
充填水ラインの水張り実施。

【凡例】

：水

：蓄圧開放

：エア

（冷却水隔離弁）

（スクラム入口弁）

（挿入隔離弁）

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

調整開
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柏崎刈羽原子力発電所５号機
燃料・制御棒配置図

46 50 54 5830 34 38 4214 18 22 26

07

02 06 10

03

15

11

27

43

39

35

31

59

55

51

47

23

19

挿入側に動作した制御棒（30-55）

：装荷されている燃料集合体

：制御棒

添付資料－4
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（お知らせ） 

 

福島復興本社移転のお知らせ 

 

 

東京電力株式会社福島復興本社は、「Ｊヴィレッジ」から、当社施設である「浜通り

電力所（双葉郡富岡町）」に移転し、本日３月７日（月）より業務を開始いたします。 

 

今後も引き続き、より一層地元に密着して福島復興の責任を全うし、地域に貢献し

て参ります。 

 

○移転先住所 

 福島県双葉郡富岡町本町１丁目３８番 浜通り電力所内 

 ０２４０－２５－５３１０(３月１５日まで） 

 ０２４０－２２－３８１５(３月１６日以降） 
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経済産業大臣からの会社分割（ホールディングカンパニー制への移行）の認可について 

 

2 0 1 6 年 3 月 2 9 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、電力システム改革によるライセンス制の導入にあわせて本年 4 月 1 日に燃料・

火力発電事業、一般送配電事業および小売電気事業等を、それぞれ会社分割により、100％

子会社へと承継させることとしております。（2015 年 5 月 1 日お知らせ済み） 

 

これに伴い、一般送配電事業および小売電気事業については、本年 3 月 4 日に電気事業

法に基づく会社分割の認可申請※を行い、本日、経済産業大臣から認可を受けました。こ

れにより当社は、本年 4 月 1 日にホールディングカンパニー制へ移行いたします。 

 

移行後は、持株会社である「東京電力ホールディングス株式会社」が、賠償、廃炉、除

染、復興推進等に責任を持って取り組むとともに、グループ全体の経営戦略の策定や経営

資源の最適配分を行うことで、効率的な事業運営と競争力強化に努めてまいります。 

燃料・火力発電事業部門は、「東京電力フュエル&パワー株式会社」として、燃料上流か

ら発電までのサプライチェーン全体において事業構造を抜本的に見直し、世界とダイナミ

ックに渡り合えるエネルギー事業者への変革をめざしてまいります。 

一般送配電事業部門は、「東京電力パワーグリッド株式会社」として、今後とも電力供給

の信頼を確保したうえで、国内トップの託送原価を実現するとともに、事業運営の中立・

公平性を向上しつつ、送配電ネットワーク利便性向上、運用の最高率化を推進してまいり

ます。 

小売電気事業部門は、「東京電力エナジーパートナー株式会社」として、お客さまの立場

に立った効率的なエネルギー消費を軸とした商品・サービスや、電力・ガスのワンストッ

プサービスを、他社とのアライアンスを活用しつつ、全国のお客さまへ提案・提供してま

いります。 

 

当社は、こうした事業運営体制の構築を通じて、持続的な再生に向けた収益基盤を確立

し、東京電力グループ全体として福島原子力事故の責任を全うするとともに、お客さまに

新たな価値をご提供できる企業をめざして競争に挑戦し、福島復興に向けた原資の創出と

グループ全体の企業価値の向上をめざしてまいります。 

以 上 

 
※ 電気事業法に基づく会社分割の認可申請 

  一般送配電事業については、本年 4 月 1 日に施行される電気事業法第 10 条第 2 項の規定に基づ

く申請。小売電気事業については、電気事業法等の一部を改正する法律附則第 16 条第 3 項の規定

により、なお効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法第 10 条第 2 項の規定に

基づく申請。 
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役 員 人 事 
 

 

2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 

当社は、本年4月1日にホールディングカンパニー制に移行し、当社の100％子会社である基幹事

業会社３社（東京電力フュエル＆パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社及び東京電力

エナジーパートナー株式会社）に燃料・火力発電事業、一般送配電事業及び小売電気事業等をそれ

ぞれ承継させることとしております。 

 本日の当社取締役会において、本年4月1日以降の当社執行役並びに各基幹事業会社取締役及び

監査役の候補者を下記のとおり決定・内定しましたので、お知らせいたします。なお、各基幹事業

会社取締役及び監査役につきましては、各社株主総会及び取締役会を経て、正式に決定される予定

です。 

 

記 

 

Ⅰ 当社（東京電力ホールディングス株式会社（現 東京電力株式会社））執行役人事 

1. 新任常務執行役 

氏 名 現 職 

  見學 信一郎 
執行役員 ソーシャル・コミュニケーション室副室長兼経営企画ユニ

ット企画室 

佐伯 光司 経営企画ユニット総務・法務室長 

関  知道 経営企画ユニット企画室次長 

 

2.職務分掌の一部変更  

氏 名  事 務 委 嘱 業 務 分 担 

執行役社長 

廣瀬 直己 

新 
原子力改革特別タスクフォース

長 
業務全般、経営企画ユニット 

旧 
原子力改革特別タスクフォース

長兼新成長タスクフォース長 
業務全般、経営企画ユニット 

執行役副社長 

山口  博 

新 技監、安全統括 

業務全般、技術・環境戦略ユ

ニット、リニューアブルパワ

ー・カンパニー 

旧 技監、安全統括 

業務全般、システム企画室、

技術・環境戦略ユニット、リ

ニューアブルパワー・カンパ

ニー 
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氏 名  事 務 委 嘱 業 務 分 担 

常務執行役 

壹岐 素巳 

新 
ビジネスソリューション・カンパ

ニー・プレジデント 
 

旧 
ビジネスソリューション・カンパ

ニー・プレジデント 

組織・労務人事室、渉外・広

報ユニット 

常務執行役 

岡本  浩 

新 経営技術戦略研究所長 系統広域連系推進室 

旧 

経営技術戦略研究所長兼新成長

タスクフォース事務局長兼次世

代サービス担当 

系統広域連系推進室 

常務執行役 

武谷 典昭 

新 経営企画ユニット経理室長 
内部監査室、グループ事業管

理室 

旧  
内部監査室、グループ事業管

理室、経理室 

常務執行役 

見學 信一郎 
新 新成長タスクフォース長 渉外・広報ユニット 

常務執行役 

佐伯 光司 
新 

経営企画ユニット総務・法務室長

兼福島本部副本部長兼原子力・立

地本部副本部長 

秘書室、組織・労務人事室 

常務執行役 

関  知道 
新 ＩｏＴ担当 システム企画室 

 

  ＜退任執行役＞ （  ）は本年４月１日付の役職 

    佐野敏弘 （当社取締役及び東京電力フュエル＆パワー株式会社代表取締役社長） 

    武部俊郎 （当社取締役及び東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長） 

    村永慶司 （当社フェロー（原子力・立地本部）） 

    可児行夫 （東京電力フュエル＆パワー株式会社取締役（非常勤）及び株式会社JERA取

締役） 

    小早川智明（東京電力エナジーパートナー株式会社代表取締役社長） 
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Ⅱ 基幹事業会社取締役及び監査役人事 

1. 東京電力フュエル＆パワー株式会社（現 東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社） 

 氏 名 現 職 

代表取締役社長 佐野 敏弘 
当社取締役代表執行役副社長 フュエル＆パワ

ー・カンパニー・プレジデント 

取締役副社長 石田 昌幸 
当社執行役員 フュエル＆パワー・カンパニー・

バイスプレジデント 

常務取締役 久米 俊郎 
当社フュエル＆パワー・カンパニー TeaMエナジ

ーコーポレーション派遣 

常務取締役 ＊守谷 誠二 当社監査委員会業務室長 

取締役（非常勤） 可児 行夫 
当社常務執行役 フュエル＆パワー・カンパニー・

バイスプレジデント（包括的アライアンス担当） 

取締役（非常勤） 文挾 誠一 当社常務執行役 経営企画担当（共同） 

取締役（非常勤） 武谷 典昭 当社常務執行役 

監査役 大河原 正太郎 当社監査特命役員 

監査役 西山 和幸 当社監査特命役員 

 ＊は当社経営企画ユニット経理室を兼任 

（注）本年3月末日をもって、佐野敏弘及び可児行夫は当社執行役を、その他の常勤候補者は上

記現職を、それぞれ辞任する予定です。 

 

2. 東京電力パワーグリッド株式会社（現 東京電力送配電事業分割準備株式会社） 

 氏 名 現 職 

代表取締役社長 武部 俊郎 
当社取締役常務執行役 パワーグリッド・カンパ

ニー・プレジデント 

取締役副社長 

経営改革担当兼経営

企画室長 

金子 禎則 当社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長 

常務取締役 新宅  正 
当社執行役員 パワーグリッド・カンパニー・ 

バイスプレジデント 

常務取締役 江連 正一郎 
当社執行役員 パワーグリッド・カンパニー・ 

バイスプレジデント 

常務取締役 

経理・社債等担当 
＊森下 義人 当社経営企画ユニット経理室長 

常務取締役 

最高情報責任者（Ｃ

ＩＯ）兼ＩｏＴ担当

兼電子通信部長 

三野 治紀 当社パワーグリッド・カンパニー電子通信部長 

取締役（非常勤） 文挾 誠一 当社常務執行役 経営企画担当（共同） 
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 氏 名 現 職 

取締役（非常勤） 武谷 典昭 当社常務執行役 

監査役 住吉 克之 当社監査特命役員 

監査役 松下 洋二 当社監査特命役員 

 ＊は当社経営企画ユニット経理室を兼任 

（注）本年3月末日をもって、武部俊郎は当社執行役を、その他の常勤候補者は上記現職を、そ

れぞれ辞任する予定です。 

 

3. 東京電力エナジーパートナー株式会社（現 東京電力小売電気事業分割準備株式会社） 

 氏 名 現 職 

代表取締役社長 小早川 智明 
当社常務執行役 カスタマーサービス・カンパニ

ー・プレジデント 

取締役副社長 

経営管理担当兼経営

企画室長 

＊大亀  薫 
当社執行役員 カスタマーサービス・カンパニ

ー・バイスプレジデント兼経営企画室長 

常務取締役 佐藤 梨江子 
当社執行役員 カスタマーサービス・カンパニ

ー・バイスプレジデント 

常務取締役 佐藤 美智夫 
当社執行役員 カスタマーサービス・カンパニ

ー・バイスプレジデント（ガス担当） 

常務取締役 

E&G事業本部長 
上田 裕司 

当社カスタマーサービス・カンパニーE&G事業

本部長 

常務取締役 

暮らし＆ビジネスサ

ービス事業本部長 

森尻 謙一 
当社カスタマーサービス・カンパニー暮らし＆ビ

ジネスサービス事業本部長 

取締役（非常勤） 文挾 誠一 当社常務執行役 経営企画担当（共同） 

取締役（非常勤） 武谷 典昭 当社常務執行役 

監査役 青柳 光広 当社監査特命役員 

監査役 嶋津  誠 当社監査特命役員 

＊は当社経営企画ユニット経理室を兼任 

（注）本年3月末日をもって、小早川智明は当社執行役を、その他の常勤候補者は上記現職を、

それぞれ辞任する予定です。 

以 上 
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参 考 

本年4月1日以降の当社経営体制 

 

1．取締役 

 氏 名 兼 職 等 

取締役会長 ＊數土 文夫  

取 締 役 廣瀬 直己  

取 締 役 佐野 敏弘 東京電力フュエル＆パワー株式会社代表取締役社長 

取 締 役 姉川 尚史  

取 締 役 武部 俊郎 東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長 

取 締 役 西山 圭太 原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長 

取 締 役 増田 祐治  

取 締 役 ＊藤森 義明 
株式会社ＬＩＸＩＬグループ取締役代表執行役社長

兼ＣＥＯ 

取 締 役 ＊須藤 正彦 弁護士（元最高裁判所判事） 

取 締 役 ＊國井 秀子 

芝浦工業大学学長補佐兼大学院工学マネジメント研

究科教授 

一般社団法人情報サービス産業協会副会長 

取 締 役 ＊増田 寬也 東京大学公共政策大学院客員教授（元総務大臣） 

取 締 役 ＊長谷川 閑史 武田薬品工業株式会社取締役会長 

  ＊は社外取締役 

60



                    

２．執行役 

  氏 名 事務委嘱 業務分担 

代表執行役 

社長 
＊廣瀬 直己 

原子力改革特別タスクフォ

ース長 

業務全般、経営企画ユニッ

ト 

代表執行役 

副社長 

山口  博 技監、安全統括 

業務全般、技術・環境戦略

ユニット、リニューアブル

パワー・カンパニー 

 石崎 芳行 

福島復興本社代表兼福島本

部長兼原子力・立地本部副

本部長 

業務全般 

常務執行役 

＊姉川 尚史 

原子力・立地本部長兼原子

力改革特別タスクフォース

長代理兼同事務局長 

 

  壹岐 素巳 
ビジネスソリューション・

カンパニー・プレジデント 
 

  増田 尚宏 

福島第一廃炉推進カンパニ

ー・プレジデント兼廃炉・

汚染水対策最高責任者 

 

  木村 公一 

新潟本社代表兼新潟本部長

兼原子力・立地本部副本部

長 

 

文挾 誠一 経営企画担当（共同） 企画室 

岡本  浩 経営技術戦略研究所長 系統広域連系推進室 

ジョン・クロフツ 
原子力安全監視最高責任者

兼原子力安全監視室長 
 

武谷 典昭 経営企画ユニット経理室長 
内部監査室、グループ事業

管理室 

見學 信一郎 新成長タスクフォース長 渉外・広報ユニット 

佐伯 光司 

経営企画ユニット総務・法

務室長兼福島本部副本部長

兼原子力・立地本部副本部

長 

秘書室、組織・労務人事室 

関  知道 ＩｏＴ担当 システム企画室 

執行役 ＊西山 圭太 
会長補佐兼経営企画担当

（共同） 
 

         ＊は取締役を兼務 

以 上 

61



２号機の使用済燃料プールからの燃料取り出
しに向け、建屋周辺の整備を行っています。
2015年9月より、大型重機等を設置する作業エリアを確
保するため、周辺建屋の解体等を実施しています。

廃炉・汚染水対策の概要 ２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/9

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

瓦礫撤去、
除染

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計
・製作

シナリオ
・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

方針１．汚染源を取り除く

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

多核種除去設備（ALPS）等
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低
減させます。

• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設
備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。

(高性能多核種除去設備)

凍土方式の陸側遮水壁
• 建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑
制します。

• 2013年8月から現場にて試験を実施しており、
2014年6月に着工しました。

• 山側部分の工事が2015年9月に完了しました。
• 海側部分の工事は2016年2月に完了しました。
• 2016年3月より凍結を開始しました。

海側遮水壁

• １～４号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の
海洋流出を防ぎます。

• 遮水壁を構成する鋼管矢板の打設が2015年9月に、鋼
管矢板の継手処理が2015年10月に完了し、海側遮水
壁の閉合作業が終わりました。

(海側遮水壁埋立部舗装状況)

プールからの燃料取り出しに向けて

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

～４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。１～３号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています～

（注３）配管などが入った地下トンネル。

(陸側遮水壁海側 配管敷設状況)

号機ごとの燃料デブリ
取り出し方針の決定

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

１号機：燃料取り出し開始 2020年度
２号機：燃料取り出し開始 2020年度
３号機：燃料取り出し開始 2017年度
４号機：燃料取り出し完了 2014年

(2号機建屋周辺整備状況)

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討等

（注２）

１～３号機

2018年度上半期

中長期ロードマップ改訂
（2015年6月）から
2年後目処

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

解体前

解体後

1



楢葉遠隔技術開発センター
本格運用開始

固体廃棄物
保管管理計画の策定

雑固体廃棄物焼却設備
運用開始

敷地内のフェーシング工事

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

圧力抑制室
(S/C)

注水

ベント管

トーラス
室

3号機 4号機

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

1号機

392体 注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

615体 注水

構台

安全第一福島第一安全第一福島第一 安全
第一

福島第一

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

566体

1568<1568>/1568

凍結管削孔<設置>(本)

2015/11/9 凍結管設置完了

◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約15℃～約35℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、2016年2月の評価では敷地境界で年間0.00068ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

1533/1533*

取り出し完了燃料（体）

（2014/12/22燃料取り出し完了）

取り組みの状況

陸
側
遮
水
壁

2016/3/31
凍結開始
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建屋カバー

安全第一福島第一安全第一福島第一安全第一福島第一

＊：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を除く

陸側遮水壁の
凍結開始

燃料取り出し用カバー

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)

構内に一時保管している使用
済保護衣等を焼却する雑固体廃
棄物焼却設備について、試験運
転を実施し性能を確認できたこ
とから、3/18より運用を開始し
ました。

排気中の放射性物質濃度を
しっかりモニタリングしながら、
運転を続けてまいります。

敷地内の線量低減および雨水の地下浸透を抑え
るため、広域的な敷地舗装（フェーシング）に取
り組み、3月までに1～4号機建屋周辺等を除いた
範囲（予定箇所の9割超）のフェーシングを実施
しました。

Ｋ排水路出口の
港湾内への付け替え

1～4号機建屋周辺の雨水を排水するK排
水路について、排水先を港湾外から港湾内
へ付け替える工事が完成したことから、
3/27より港湾内への排水を開始しました。

汚染水の増加を抑える陸側遮
水壁について、実施計画が
3/30に認可されたことから、
3/31より海側全体および山側
の一部の凍結を開始しました。

今後、建屋滞留水漏えい防止
の観点からデータを評価し、山
側の未凍結箇所についても、段
階的かつ慎重に凍結を進めてま
いります。 ＜切替後のＫ排水路＞

廃炉作業に伴い発生する廃棄物
に関して、当面10年程度の固体廃
棄物の発生量予測に基づき、減容
を行った上で、適切に保管してい
く計画を策定しました。
保管に際しては、遮へい・飛散

抑制機能を備えた施設を導入し、
継続的なモニタリングを行います。
本計画は、今後の廃炉作業の進

捗を踏まえ見直していきます。

また、港湾外
へつながる旧
ルートについて、
3/28に止水壁の
設置が完了しま
した。 ＜フェーシング工事の状況＞

B・C 排水路

新K排水路

フェーシング前 フェーシング後

国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構（JAEA）の楢葉遠隔技術開発セン
ターについて、3/30に試験棟完成式が
開催されました。

4/1より本格運用を開始し、今後、原
子炉格納容器の実寸大模型を利用した止
水技術の実証試験等を行う予定です。

廃炉作業チーム
への感謝状授与
福島第一原発の廃炉作

業に関し、特に顕著な功
績をあげた4つの作業チ
ームに対し、内閣総理大
臣、経済産業大臣及び経
済産業副大臣（原子力災
害現地対策本部長）から
感謝状を授与することと
しました。

大型休憩所内
シャワーの
運用開始

ミュオンによる
２号機原子炉内
燃料デブリ調査開始
２号機の原子炉内燃料デブ

リの位置を把握するため、
3/22より宇宙線由来のミュ
オン（素粒子の一種）を用い
た測定注を開始しました。
調査結果は燃料デブリ取り

出し工法の検討に活かします。

１号機タービン建屋の
循環注水ラインからの
水の流れの切り離し達成

※：中長期ロードマップにおけるマイルストーン（主要な目標工程）

※

作業員の皆さまの労働
環境改善に向け、3/31
までに大型休憩所にシャ
ワー室を設置しました。
今後準備を行った上で、

4月中旬より運用を開始
する予定です。

注：1号機と同様のミュオン透過法

建屋滞留水の処理完了に向け、原子炉
建屋から滞留水が流入する建屋を縮小す
る計画であり、1号機タービン建屋につい
ては、建屋間で通じている1号機原子炉建
屋との間における水の流れの切り離しが
達成できたことを3/16に確認しました。

2



１
号

２
号

３
号

４
号

主な取り組み 構内配置図

3/9

提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe

６
号

５
号

敷地境界

MP-1

MP-2

MP-3
MP-4

MP-5

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.669Sv/h～2.717μSv/h（2016/2/24～3/29）。

MP-1～MP-8については、取り替え時期となったため、2015/12/４から交換工事を実施しています。このため、データが欠測となることがあります。

工事期間中は、代替として可搬型のモニタリングポスト等を設置し測定を行います。

MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。

環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。

MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

雑固体廃棄物
焼却設備

雑固体廃棄物焼却設備
運用開始

放射性廃棄物の
保管管理計画の策定

Ｋ排水路

MP-6

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

大型休憩所内
シャワー室の運用開始

大型休憩所

敷地内のフェーシング工事

フェーシング
範囲

１号機タービン建屋の
循環注水ラインからの
水の流れの切り離し達成

楢葉遠隔技術開発センター
本格運用開始

陸側遮水壁の
凍結開始

ミュオンによる
２号機原子炉内

燃料デブリ位置調査開始

Ｋ排水路出口の
港湾内への付け替え完了

廃炉作業チームへの
感謝状の授与
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Ⅰ．原子炉の状態の確認 
１．原子炉内の温度 

注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計

の位置によって異なるものの、至近 1ヶ月において、約 15～35 度で推移。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．原子炉建屋からの放射性物質の放出 

2016 年 2 月において、1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界に

おける空気中放射性物質濃度は、Cs-134 約 1.3×10-11ベクレル/cm3及び Cs-137 約 5.0×10-11ベクレ

ル/cm3と評価。放出された放射性物質による敷地境界上の被ばく線量は 0.00068mSv/年未満と評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

３．その他の指標 

格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃度（Xe-135）等のパラメータについて

も有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。 

以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており原子炉が安定状態にあることが確認されている。 
 

Ⅱ．分野別の進捗状況 

１．汚染水対策 

～地下水流入により増え続ける滞留水について、流入を抑制するための抜本的な対策を図るとともに、水処理施

設の除染能力の向上、汚染水管理のための施設を整備～ 

 地下水バイパスの運用状況 
・ 2014/4/9 より 12 本ある地下水バイパス揚水井の各ポンプを順次稼動し、地下水の汲み上げを

開始。2014/5/21 より内閣府廃炉・汚染水対策現地事務所職員の立ち会いの下、排水を開始。

2016/3/29 までに 177,539m3を排水。汲み上げた地下水は、一時貯留タンクに貯留し、水質が運

用目標未満であることを東京電力及び第三者機関で確認した上で排水。 

・ 揚水井 No.6,8,9 について清掃のため地下水汲み上げを停止（No.6:2016/1/29～3/10、No.8:2/29

～3/25、No.9:3/14～）。 

 サブドレン他水処理施設の状況について 
・ 建屋へ流れ込む地下水の量を減らすため、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの地下水の汲み

上げを 2015/9/3 より開始。汲み上げた地下水は専用の設備により浄化し、2015/9/14 より排水

を開始。2016/3/29 までに 85,858m3を排水。浄化した地下水は水質が運用目標未満であること

を東京電力及び第三者機関にて確認した上で排水。 

・ 海側遮水壁の閉合以降、地下水ドレンポンド水位が上昇したことから 2015/11/5 より汲み上げ

を開始。2016/3/29 までに約 38,400m3を汲み上げ。地下水ドレンからタービン建屋へ約 110m3/

日移送(2016/2/18～3/23 の平均)。 

・ サブドレンによる地下水流入量抑制効果の評価は、当面、「サブドレン水位」の相関と「サブド

レン水位と建屋水水位の水位差」の相関の双方から評価していくこととする。 

・ ただし、サブドレン稼働後、降雨の影響についてもデータが多くないことから、今後データを

蓄積しつつ、建屋流入量の評価は適宜見直しを行っていくこととする。 

・ サブドレン稼働によりサブドレン水位が TP3.5m 程度まで低下した段階あるいは建屋との水位

差が 2m 程度まで低下した段階では、建屋への流入量は 150～200m3/日程度に減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陸側遮水壁の造成状況 
・ 1～4 号機を取り囲む陸側遮水壁(経済産業省の補助事業)は、2016/2/9 に凍結準備が完了。 

・ 陸側遮水壁の閉合は以下の 3 段階を設け、建屋内の汚染水が流出することの無いよう慎重に凍

結を進めていく。 

 第一段階：（フェーズ１）陸側遮水壁の「海側全面」、「北側一部」、「山側の部分先行 

     凍結箇所（凍結管間隔が広く凍りにくい箇所等）」を同時に凍結する。 

     （フェーズ２）海側の遮水効果発現開始に併せて第一段階の「未凍結箇所」を 

     除く山側の残りの部位を凍結する。 

 第二段階：第一段階と第三段階の間の段階 

 第三段階：完全閉合する段階 

・ 陸側遮水壁に係る実施計画（第一段階）が 3/30 に認可されたことから、第一段階（フェーズ 1）

の範囲について、3/31 より凍結を開始。 
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1～4号機サブドレン水位（TP.m)

サブドレン水位及び建屋への流入量相関図（2015.1.29以降）

※T.Pと震災前O.Pへの換算は、地点と時期により

1.4～1.5mの補正が必要であり目安として併記している
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サブドレン水位及び建屋への流入量相関図（2015.1.29以降）

2015.1.29～9.16：サブドレン稼働前（10日降雨41mm未満）
2015.1.29～9.16：サブドレン稼働前（10日降雨41mm以上）
2015.9.17～：サブドレン24h稼働（10日降雨41mm未満）
2015.9.17～：サブドレン24hr稼働（10日降雨41mm以上）

1～4号機サブドレン水位と建屋水位の水位差
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格納容器気相部温度（至近 3 ヶ月） 

※トレンドグラフは複数点計測している温度データの内、一部のデータを例示 

原子炉圧力容器底部温度（至近 3ヶ月）

原子炉注水温度： 
1号機 

2号機 

3号機 

気 温  ： 
1号機 

3号機 

原子炉注水温度： 

2号機 

  気 温  ： 

図1：サブドレン稼働後における建屋流入量評価 

（注）線量評価については、施設運営計画と月例報告とで異なる計算式及び係数を使用していたことから、2012 年 9 月に評価方法の統一を図っている。 
   4 号機については、使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を踏まえ、2013 年 11 月より評価対象に追加している。 

   2015 年度より連続ダストモニタの値を考慮した評価手法に変更し、公表を翌月としている。 

（参考） 

※周辺監視区域外の空気中の濃度限度： 

[Cs-134]：2×10-5ベクレル/cm3、 

[Cs-137]：3×10-5ベクレル/cm3 

※１Ｆ敷地境界周辺のダスト濃度「実測値」： 

[Cs-134]：ND（検出限界値：約 1×10-7ベクレル/cm3）、 

[Cs-137]：ND（検出限界値：約 2×10-7ベクレル/cm3） 

※モニタリングポスト（MP1～MP8）のデータ 

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)の

データ（10 分値）は 0.669μSv/h～2.717μSv/h（2016/2/24～3/29） 

MP2～MP8 空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、環境

改善（周辺の樹木伐採、表土の除去、遮へい設置）を実施済み。 2011 

1～4 号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）による敷地境界における年間被ばく線量評価 

2016/3/17 現在

2012 2013 2014 2015 2016 

炉注水源を 3 号機 CST から 
バッファタンクに切替 

炉注水源を 3 号機 CST から 
バッファタンクに切替 

図2：陸側遮水壁の凍結範囲 

第一段階(フェーズ1) 第一段階(フェーズ2) 
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（参考：工事実績） 

・ 2014/6/2 より凍結管設置のための削孔工事を開始。 

・ 山側部分について、2015/7/28 に凍結管の設置が完了。その後、2015/9/15 にブライン充填完了。 

・ 海側部分について、2015/11/9 に凍結管の設置が完了。その後、2016/2/9 にブライン充填完了。 

 多核種除去設備の運用状況 
・ 多核種除去設備（既設・増設・高性能）は放射性物質を含む水を用いたホット試験を実施中（既

設 A系：2013/3/30～、既設 B系：2013/6/13～、既設 C系：2013/9/27～、増設 A系：2014/9/17

～、増設 B系：2014/9/27～、増設 C系：2014/10/9～、高性能：2014/10/18～）。 

・ これまでに既設多核種除去設備で約 276,000m3、増設多核種除去設備で約 250,000m3、高性能多

核種除去設備で約 103,000m3を処理（3/24 時点、放射性物質濃度が高い既設 B 系出口水が貯蔵

された J1(D)タンク貯蔵分約 9,500m3を含む）。 

・ 既設多核種除去設備 B 系は、2015/12/4 より設備点検及び性能向上のための吸着塔増塔工事を

実施中。 

・ 増設多核種除去設備は設備点検を実施中（A 系:2015/12/1～、B 系:2015/12/1～2016/3/14、C

系:2016/2/8～）。 

・ Sr 処理水のリスクを低減するため、増設多核種除去設備、高性能多核種除去設備にて処理を実

施中（既設：2015/12/4～、増設：2015/5/27～、高性能：2015/4/15～）。これまでに約 184,000m3

を処理（3/24 時点）。 

 タンク内にある汚染水のリスク低減に向けて 
・ セシウム吸着装置（KURION）でのストロンチウム除去(2015/1/6～)、第二セシウム吸着装置

（SARRY）でのストロンチウム除去(2014/12/26～)を実施中。3/24 時点で約 208,000m3を処理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タンクエリアにおける対策 
・ 汚染水タンクエリアに降雨し堰内に溜まった雨水のうち、基準を満たさない雨水について、

2014/5/21 より雨水処理装置を用い放射性物質を除去し敷地内に散水（2016/3/28 時点で累計

52,370m3）。 

 1 号機タービン建屋の循環注水ラインからの切り離し達成※ 
・ 建屋滞留水の処理完了に向け、原子炉建屋から滞留水が流入する建屋を縮小する計画。 

・ 循環注水を行っている 1 号機原子炉建屋(R/B)水位を隣接する 1 号機タービン建屋(T/B)との連

通箇所であるレベル(T.P.1,743)以下まで低下(3/7～)させ、水位が安定的に維持されているこ

とを確認。 

・ これにより、循環注水に伴い発生する R/B の滞留水が、T/B に流入しない状況となり、滞留水

処理の完了に向けた取組の一つである「T/B の循環注水ラインからの切り離し」を１号機にて

達成したものと判断（3/16）。 

 地下貯水槽（No.1～3）観測孔における全β放射能濃度上昇 
・ 2013 年 4 月に漏えいが確認され使用を停止した地下貯水槽(No.1～3)の周辺において、漏えい

確認以降、地下貯水槽周辺に観測孔を設け地下水中の放射能濃度の監視を継続している。 

・ 地下貯水槽(No.1～3)周辺観測孔において、2016/3/1 に全β放射能濃度の上昇を確認したため、

監視強化を開始。並行して要因を調査中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：水位計 0%以上の水量 

＊2：2015/9/10 より集計方法を変更 
（建屋・タンク貯蔵量の増加量からの評価 
 →建屋貯蔵量の増減量からの評価） 

  「建屋への地下水・雨水等流入量」= 
「建屋保有水増減量」+「建屋からタンクへの移送量」 
-「建屋への移送量（原子炉注水量、ウェルポイント等 

からの移送量）」 
＊3：2015/4/23 より集計方法を変更 

（貯蔵量増加量（①＋②）→（①＋②＋※）) 

＊4：2016/2/4 濃縮塩水の残水量再評価により水量見直しを 
行ったため補正 

＊5：建屋水位計の校正の影響を含む算出値 

(2016/3/10～3/17:プロセス主建屋、 
 2016/3/17～3/24:高温焼却炉建屋) 

※：中長期ロードマップにおけるマイルストーン（主要な目標工程） 

2016/3/24 現在

図3：滞留水の貯蔵状況 
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 高温焼却炉建屋内における堰内漏えい 
・ 3/23、高温焼却炉建屋北側エリアの配管切断箇所において漏えいを確認。漏えい量は最大約

5.25m3。 

・ セシウム吸着装置に接続されている配管（工事中のため切断された状態）の上流に設置されて

いる弁が開いている状態でセシウム吸着装置を起動したため、当該系統の内包水※が流出したも

のと推定。 

・ 切断した配管は、溶着させ、切断前の状態に復旧。なお、上流側の弁は、念のため、チェーン

ロックにより閉で固定している。今後、原因の詳細調査を行い、再発防止対策を検討していく。 
 

２．使用済燃料プールからの燃料取り出し 

～耐震・安全性に万全を期しながらプール燃料取り出しに向けた作業を着実に推進。４号機プール燃料取り出

しは 2013/11/18 に開始、2014/12/22 に完了～ 

 1 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 2015/7/28 より建屋カバー屋根パネル取り外しを開始し 2015/10/5 に屋根パネル全 6 枚の取り

外し完了。散水設備の設置作業を実施中(2/4～)。建屋カバー解体工事にあたっては、飛散抑制

対策を着実に実施するとともに、安全第一に作業を進めていく。 

・ 1 号機原子炉建屋カバー解体工事にて使用している 750t クローラクレーンの年次点検を 2015

年 12 月より実施しており、点検中にジブの変形と腐食を確認。交換ジブ手配中 

・ 原子炉建屋オペレーティングフロアのガレキ撤去計画の策定に向け、崩落屋根下のガレキ状況

調査のために準備した、調査手法・調査装置が適用できるか実機にて先行調査を実施中（3/28

～4/5 予定）。本先行調査結果に基づき、今後の崩落屋根下のガレキ調査計画を立案する。 

 2 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 2 号機原子炉建屋からのプール燃料の取り出しに向け、大型重機等を設置する作業エリアを確

保するため、2015/9/7 から作業に支障となる周辺建屋の解体等を実施中。 

 3 号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事 
・ 原子炉建屋オペレーティングフロア（最上階）の有人作業を要するエリアの線量低減を目的に、

除染及び遮へい体設置からなる線量低減策を実施してきた。オペレーティングフロア除染は新

燃料貯蔵庫エリアを除き 2016/3/7 に完了。3/8～11 にかけてオペレーティングフロアの線量率

測定を実施し、有人作業エリアの線量率を評価中。 

 乾式キャスク仮保管設備蓋間圧力異常警報発生 
・ 3/7、乾式キャスク仮保管設備に保管しているキャスクのうち、1基のキャスクにおいて蓋間圧

力異常警報が発生。圧力の監視は 2系統で行っており 1系統については正常値を示している。 

・ 調査の結果、警報発生した圧力監視系統の圧力増幅器の故障と判断し 3/17 に交換。 
 

３．燃料デブリ取り出し 

～格納容器へのアクセス向上のための除染・遮へいに加え、格納容器漏えい箇所の調査・補修など燃料デブリ

取り出し準備に必要となる技術開発・データ取得を推進～ 

 2 号機 X-6 ペネ周辺除染状況 
・ 2 号機原子炉格納容器ペデスタル内プラットホーム状況調査（A2 調査）に向け、調査装置を導

入する X-6 ペネ周辺の除染作業を実施（2015/10/30～2016/1/19）。床表面線量を目標線量

（100mSv/h 程度）まで低減することが出来なかったことから、線量低減対策について改善を検

討中。 

・ 浸透汚染は、浸透深さが数㎜～50 ㎜程度の可能性があるため、50 ㎜程度掘削可能な浸透汚染除

去技術を選定し技術適用の成立性を今後確認する。また、ダスト飛散抑制に必要な対策を検討

中。内部調査は除染状況に応じて実施する。 

 2 号機ミュオン測定による炉内燃料デブリ位置把握 
・ 2 号機原子炉内燃料デブリ位置把握のため、1号機の測定実績から有効性が確認された透過法ミュオン測

定を、廃炉・汚染水対策事業費補助金「原子炉内燃料デブリ検知技術の開発」にて新たに開発した小型

装置を用い、3/22 より実施中。1 号機では原子炉圧力容器底部が測定視野範囲外となったが、2 号機で

は原子炉圧力容器全体を測定範囲に捉えられる見込み(図 5参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．固体廃棄物の保管管理、処理・処分、原子炉施設の廃止措置に向けた計画 

～廃棄物発生量低減・保管適正化の推進、適切かつ安全な保管と処理・処分に向けた研究開発～ 

 ガレキ・伐採木の管理状況 
・ 2016 年 2 月末時点でのコンクリート、金属ガレキの保管総量は約 183,800m3（1 月末との比較：

+6,100m3）（エリア占有率：67%）。伐採木の保管総量は約 85,100m3（1月末との比較：-1,100 m3）

（エリア占有率：80%）。ガレキの主な増減要因は、フェーシング関連工事、タンク設置関連工

事など。伐採木の主な増減要因は、エリア整理など。 

 水処理二次廃棄物の管理状況 
・ 2016/3/24時点での廃スラッジの保管状況は597m3（占有率：85%）。濃縮廃液の保管状況は9,197m3

（占有率：83%）。使用済ベッセル・多核種除去設備の保管容器(HIC)等の保管総量は 3,080 体（占

有率：51%）。 

 雑固体廃棄物焼却設備の運用開始 
・ 汚染のある実廃棄物を焼却処理し、設備全体の機能、性能の確認を行うホット試験を実施(2/8

～3/3)。ホット試験にて性能を確認できたことから、3/18 より運用開始し使用済保護衣等の焼

却を実施中。運用にあたっては、排気中の放射性物質濃度をしっかりモニタリングしていく。 

 固体廃棄物の保管管理計画の策定 
・ 廃炉作業に伴い発生する廃棄物に関して、当面 10 年程度の固体廃棄物の発生物量予測に基づき、

減容を行った上で、適切に保管していく計画を策定。保管に際しては、遮へい・飛散抑制機能

を備えた施設を導入し、継続的なモニタリングを行う。本計画は、今後の廃炉作業の進捗を踏

まえ見直す。 
 

５．原子炉の冷却 

～注水冷却を継続することにより低温での安定状態を維持するとともに状態監視を補完する取組を継続～ 

 循環ループ縮小化工事の対応状況 
・ 汚染水の移送、水処理、原子炉注水を行う循環ループのうち、塩分除去(RO)装置を 4 号機ター

ビン建屋に設置し、循環ループの縮小による屋外移送配管の漏えいリスク低減等を行う。本取

組により、循環ループ（屋外移送配管）は約 3km から約 0.8km に縮小(滞留水移送ラインを含め

約26ｍ

地面 OP 約10,250

約3.7ｍ

原子炉圧力容器
（RPV）底部の仰角

約140mrad（約8度）

炉心
概略位置

使用済燃料プール
（SFP）
概略位置

装置中心高さ OP 約10,610
OP 約14,320

原子炉圧力容器
（RPV）底部

西 東

北

西 東

図5：2号機 透過法ミュオン測定範囲 図4：ミュオン測定装置(小型装置) 

※内包水：起動直後であり、装置内の水張水と処理水が混合 
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ると約 2.1km)。 

・ 本取組に伴い設置する建屋内 RO 循環設備のうち、既設設備の改造を伴わない工事は完了。実施

計画が 2016/1/28 に認可されたことから、既設設備の改造を伴う配管・弁等の設置工事を実施

中。なお、本工事のため、原子炉への注水源を 3号機復水貯蔵タンク（CST）から高台バッファ

タンクへ切替 (2/18～3/31 予定)。 
 

６．放射線量低減・汚染拡大防止 

～敷地外への放射線影響を可能な限り低くするため、敷地境界における実効線量低減や港湾内の水の浄化～ 

 1～4号機タービン建屋東側における地下水・海水の状況 
・ 1 号機取水口北側護岸付近において、地下水観測孔 No.0-1 のトリチウム濃度は 2015 年 12 月よ

り上昇が見られ現在 5,000Bq/L 程度。 

・ 1、2 号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔 No.1-9 のトリチウム濃度は 2015 年 12 月

より上昇が見られ 800 Bq/L 程度まで上昇したが、現在 200Bq/L 程度。地下水観測孔 No.1-17 の

トリチウム濃度は 50,000Bq/L 前後で推移していたが、2016 年 3 月以降低下し現在 3,000Bq/L

程度、全β濃度は 7,000Bq/L 前後で推移していたが、2016 年 3 月以降上昇し現在 60,000Bq/L

程度。2013/8/15 より地下水汲み上げを継続（1、2 号機取水口間ウェルポイント:2013/8/15～

2015/10/13,10/24～、改修ウェル：2015/10/14～23）。 

・ 2、3 号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔 No.2-5 の全β濃度は 10,000Bq/L 程度で推

移していたが、2015 年 11 月以降上昇し現在 30 万 Bq/L 程度。2013/12/18 より地下水汲み上げ

を継続（2、3号機取水口間ウェルポイント:2013/12/18～2015/10/13、改修ウェル:2015/10/14

～）。 

・ 3、4 号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔 No.3-2 の全β濃度は 2015 年 12 月より上

昇が見られ 1,200Bq/L 程度まで上昇したが、現在 800Bq/L 程度。2015/4/1 より地下水汲み上げ

を継続（3、4号機取水口間ウェルポイント:2015/4/1～9/16、改修ウェル:2015/9/17～）。 

・ 1～4 号機開渠内の海側遮水壁外側及び港湾内海水の放射性物質濃度は、海側遮水壁鋼管矢板打

設完了、継手処理の完了の影響により低下傾向が見られる。 

・ 港湾外海水の放射性物質濃度はセシウム 137、トリチウムはこれまでの変動の範囲で推移。 

・ 海側遮水壁について、2/10 に割栗石による遮水壁内側の埋立完了。引き続き表面処理を実施し、

3/29 に施工完了。 

 K 排水路出口の港湾内への切り替え 
・ 1～4 号機建屋周辺の雨水を排水する K排水路について、排水先を港湾外から港湾内へ付け替え

る工事が完成したことから、3/27 より港湾内への排水を開始。港湾外へつながる旧ルートにつ

いて、3/28 に止水壁の設置が完了。 

 フェーシング工事の進捗状況 
・ 敷地内の線量低減および雨水の地下浸透を抑えるため、広域的な敷地舗装（フェーシング）に

取り組み、3月までに 1～4号機建屋周辺等を除いた範囲（予定箇所の 9割超）のフェーシング

を実施。引き続き、廃炉作業の進捗に合わせ、1～4 号機建屋周辺等のフェーシングを進める。 

 2 号機周辺の路盤整備について 
・ 2 号機の西側エリアは大型クレーンが走行できるよう路盤を整備する予定。 

・ 土壌面やアスファルト舗装面の汚染状況を調査し、地表面の汚染低減対策と併せ、路盤整備を

進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  “<○”は検出限界以下を示す。
※ 単位： Bq/L 
※ トリチウム試料は試料採取日

に示された日付より前に採取
された試料であることがある。

3月29日

<0.54

<17

<2.8

全β

H-3

6号機取水口前

Cs-137

試料採取日

3月29日

0.54

<17

1.9

Cs-137

全β

物揚場前

試料採取日

H-3

3月29日

<0.46

<16

2.8

試料採取日

港湾内東側

Cs-137

全β

H-3

3月29日

<0.48

<16

2

試料採取日

Cs-137

港湾内西側

全β

H-3

3月29日

<0.54

<16

1.6

試料採取日

全β

H-3

Cs-137

港湾内北側

3月29日
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図6:タービン建屋東側の地下水濃度 

＜2、3号機取水口間、3、4号機取水口間＞ 

図7：港湾周辺の海水濃度 

＜1号機取水口北側、1、2号機取水口間＞ 
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７．必要作業員数の見通し、労働環境、労働条件の改善に向けた取組 

～作業員の被ばく線量管理を確実に実施しながら長期に亘って要員を確保。また、現場のニーズを把握しなが

ら継続的に作業環境や労働条件を改善～ 

 要員管理 
・ 1 ヶ月間のうち 1 日でも従事者登録されている人数（協力企業作業員及び東電社員）は、2015

年 11 月～2016 年 1 月の 1ヶ月あたりの平均が約 13,700 人。実際に業務に従事した人数 1ヶ月

あたりの平均で約 10,500 人であり、ある程度余裕のある範囲で従事登録者が確保されている。 

・ 2016 年 4 月の作業に想定される人数（協力企業作業員及び東電社員）は、平日 1日あたり 6,390

人程度※と想定され、現時点で要員の不足が生じていないことを主要元請企業に確認。なお、

2014 年度以降の各月の平日 1 日あたりの平均作業員数（実績値）は約 4,500～7,500 人規模で

推移（図 9参照）。 

・ 福島県内・県外の作業員数がともに増加。2 月時点における地元雇用率（協力企業作業員及び

東電社員）は横ばいで約 50%。 

・ 2013 年度、2014 年度、2015 年度ともに月平均線量は約 1mSv で安定している。（参考：年間被

ばく線量目安 20mSv/年≒1.7mSv/月） 

・ 大半の作業員の被ばく線量は線量限度に対し大きく余裕のある状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インフルエンザ・ノロウイルス感染予防・拡大防止対策 
・ 10 月よりインフルエンザ・ノロウイルス対策を実施。対策の一環として、協力企業作業員の方

を対象に福島第一（2015/10/28～12/4）及び近隣医療機関（2015/11/2～2016/1/29）にて、イ

ンフルエンザ予防接種を無料（東京電力が費用負担）で実施し、合計 8,586 人が接種を受けて

いる。その他、日々の感染予防・拡大防止策（検温・健康チェック、感染状況の把握）、感染疑

い者発生後の対応（速やかな退所と入構管理、職場でのマスク着用徹底等）等、周知徹底し、

対策を進めている。 

 インフルエンザ・ノロウイルスの発生状況 
・ 2016 年第 12 週（2016/3/21～2016/3/27）までのインフルエンザ感染者 331 人、ノロウイルス

感染者 13 人。なお、昨シーズン同時期の累計は、インフルエンザ感染者 353 人、ノロウイルス

感染者 10 人。昨シーズン（2014/11～2015/3）の累計は、インフルエンザ感染者 353 人、ノロ

ウイルス感染者 10 人。 

 大型休憩所へのシャワー設備の設置 
・ 作業員の皆さまの労働環境改善に向け、3/31 までに大型休憩所にシャワー室を設置。今後準備

を行った上で、4月中旬より運用を開始する予定。 
 

８．5、6号機の状況 

 5、6号機使用済燃料の保管状況 
・ 5 号機は、原子炉から燃料の取り出し作業を 2015 年 6 月に完了。使用済燃料プール（貯蔵容量

1,590 体）内に使用済燃料 1,374 体、新燃料 168 体を保管。 

・ 6 号機は、原子炉から燃料の取り出し作業は 2013 年度に実施済。使用済燃料プール（貯蔵容量

1,654 体）内に使用済燃料 1,456 体、新燃料 198 体（うち 180 体は 4 号機使用済燃料プールよ

り移送）、新燃料貯蔵庫（貯蔵容量 230 体）に新燃料 230 体を保管。 

 5、6号機滞留水処理の状況 
・ 5、6 号機建屋内の滞留水は、6号機タービン建屋から屋外のタンクに移送後、油分分離、RO 処

理を行い、放射能濃度を確認し散水を実施している。 

 5 号機 使用済燃料プール内使用済燃料上への浄化フィルタ移動について 
・ 2/22、使用済燃料プール内底部に設置していた浄化フィルタ(機器貯蔵ピット残水移送作業用)

が、使用済燃料の上に移動していることを発見。2/23、浄化フィルタを燃料上から移動し、浄

化フィルタの乗っていた燃料の外観目視点検を実施し異常の無いことを確認。 

1号機 2号機 3号機 4号機

第２工区第１工区

1～4号機取水口北側

東波除堤北側

1,2号機取水口間 2,3号機取水口間

3,4号機取水口間
南側遮水壁前1号機取水口

遮水壁前
2号機取水口
遮水壁前

4号機スクリーン

（3月29日時点）

施工中 施工済

埋立 水中コン

埋立 割栗石

舗装

：海水採取点
：地下水採取点

（3月29日時点）

：シルトフェンス
：継手処理完了

（3月29日時点）
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図 9：2013 年度以降各月の平日１日あたりの平均作業員数（実績値）の推移 

図8：海側遮水壁工事の進捗状況 

※ 

※※ 

※1/20 までの作業員数より算定（1/21 より安全点検実施のため）

 ※※8/3～7,24～28,31 の作業員数より算定（重機総点検のため）

図 10：作業員の月別個人被ばく線量の推移（月平均線量） 
   （2011/3 以降の月別被ばく線量） 

平
日

1日
あ
あ
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※契約手続き中のため 2016 年 4 月の予想には含まれていない作業もある。 
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・ 再現性確認の結果、作業後に水漏れ防止のためにホース内を空気置換した際に、浄化フィルタ

及び水中ホース内が空気で満たされたことにより、浄化フィルタが浮き上がり、その後水中ホ

ースの一部が水面に出たことにより、再度沈み使用済燃料上に着座したものと推定。床上ホー

ス内のみ空気置換できるよう設備を追加するとともに、手順を要領書へ反映する。 
 

９．その他 

 楢葉遠隔技術開発センターの本格運用開始 
・ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）が整備を進めていた楢葉遠隔技術開発セン

ターについては、昨年、研究管理棟が完成し、開所式を開催したところ、先月、試験棟が完成

したため、3/30 に試験棟完成式を開催。 

・ これにより、3月末までは試験運用を行っていたが、4/1 より本格運用を開始。今後、原子炉格

納容器の実寸大模型を利用した止水技術の実証試験等を行う予定。 

 廃炉作業チームへの感謝状授与 
・ 福島第一原発の廃炉作業に関し、作業員の皆様に敬意を表すととともに、優れた功績の周知等

を目的に、困難な課題に果敢に挑戦し、特に顕著な功績をあげた元請企業と協力企業からなる

4 つの作業チームに対し、内閣総理大臣、経済産業大臣及び経済産業副大臣（原子力災害現地

対策本部長）から感謝状を授与することとしました。 
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出典：東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果
http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html

『最高値』→『直近(3/21-3/29採取)』の順、単位（ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）、検出限界値未満以下の場合はＮＤ(検出限界値)と標記

3月30日
までの
東電
データ
まとめ

【物揚場前】【6号機取水口前】

ｾｼｳﾑ-134 ： 3.3 (H25/10/17) → ND(0.45) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 9.0 (H25/10/17) → ND(0.46)
全ベータ ：74 (H25/  8/19) →  ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：67 (H25/  8/19) → 2.8 

海側遮水壁

シルトフェンス

ｾｼｳﾑ-134 ： 4.4 (H25/12/24) → ND(0.55)
ｾｼｳﾑ-137 ：10 (H25/12/24) → ND(0.48)
全ベータ ：60 (H25/  7/  4) →  ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：59 (H25/  8/19) →  2.0

ｾｼｳﾑ-134 ： 5.0 (H25/12/2) → ND(0.51)
ｾｼｳﾑ-137 ： 8.4 (H25/12/2) →   ND(0.54)
全ベータ ：69 (H25/8/19) → ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：52 (H25/8/19) →   ND(1.6)

ｾｼｳﾑ-134 ： 2.8 (H25/12/2) → ND(0.48) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 5.8 (H25/12/2) → ND(0.54)
全ベータ ：46 (H25/8/19) → ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：24 (H25/8/19) → ND(2.8)

ｾｼｳﾑ-134 ： 5.3 (H25/8/   5) →  ND(0.62) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 8.6 (H25/8/   5) →  0.54 
全ベータ ： 40 (H25/7/   3) →   ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：340 (H25/6/26)  → 1.9

ｾｼｳﾑ-134 ： 3.5 (H25/10/17) → ND(0.43) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 7.8 (H25/10/17) → ND(0.44) 
全ベータ ：79 (H25/  8/19) → ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：60 (H25/  8/19) → ND(1.7) 

1/8以下
1/10以下

1/4以下
1/30以下

1/8以下
1/10以下

1/2以下
1/100以下

1/7以下
1/10以下
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1/8以下
1/20以下

1/3以下
1/20以下

【港湾内北側】

1/9以下
1/10以下

1/4以下
1/30以下

1/10以下
1/2以下
1/8以下

【港湾内東側】

ｾｼｳﾑ-134 ： 3.3 (H25/12/24) → ND(0.38) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 7.3 (H25/10/11) → ND(0.43) 
全ベータ ：69 (H25/  8/19) → ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ：68 (H25/  8/19) →       1.9

1/8以下
1/10以下

1/4以下
1/30以下

ｾｼｳﾑ-134 ： ND(0.65)
ｾｼｳﾑ-137 ： 1.3 
全ベータ ： ND(17)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 16

ｾｼｳﾑ-134 ： ND(0.45)
ｾｼｳﾑ-137 ： 2.0
全ベータ ： 21
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 15

ｾｼｳﾑ-134 ： ND(0.47)
ｾｼｳﾑ-137 ： 1.4   
全ベータ ： 19
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 17 ※ ※

※

※のモニタリングはH26年３月以降開始
海側遮水壁の内側は埋め立てにより
モニタリング終了

法令濃
度限度

WHO飲料
水ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

ｾｼｳﾑ134 ６０ １０

ｾｼｳﾑ137 ９０ １０

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90
(全ﾍﾞｰﾀ値と
強い相関)

３０ １０

トリチウム ６万 １万

1/5以下

港湾内における海水モニタリングの状況（H25年の最高値と直近の比較）

注：海水の全ベータ測定値には、天然のカリウ
ム４０（１２ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙ程度）によるものが含ま
れている。また、ストロンチウム９０と放射平衡と
なるイットリウム９０の寄与が含まれる

【港湾内西側】

ｾｼｳﾑ-134 ： ND(0.57) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 0.98
全ベータ ： ND(16)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 2.9       ※

【港湾口】

【港湾内南側】

【港湾中央】

ｾｼｳﾑ-134 ： 32 (H25/10/11) → ND(0.45)
ｾｼｳﾑ-137 ： 73 (H25/10/11) →      1.7
全ベータ ：320 (H25/  8/12) →   19
ﾄﾘﾁｳﾑ ：510 (H25/  9/  2) →      9.1

1/70以下
1/40以下
1/10以下
1/50以下

1/5以下
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【港湾口東側(沖合１ｋｍ)】

【南防波堤南側 (沖合０．５ｋｍ)】
【北防波堤北側(沖合０．５ｋｍ)】

１号機 ２号機 ３号機 ４号機

単位（ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ）、検出限界値未満の場合はＮＤと標記し、（ ）内は検出限界値、ND(H25)は２５年中継続してND

出典：東京電力ホームページ 福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果 http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html

【5,6号機放水口北側】

【南放水口付近】

港湾外近傍における海水モニタリングの状況
（H25年の最高値と直近の比較）

3月30日までの東電データまとめ

【港湾口北東側(沖合１ｋｍ)】

【港湾口南東側 (沖合１ｋｍ)】

【港湾口】

海側遮水壁

シルトフェンス

（直近値
3/21 - 3/29採取）

ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25) → ND(0.76) 
ｾｼｳﾑ-137 ： ND (H25) → ND(0.64) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(15)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.7)

ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25) →  ND(0.59) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 1.6 (H25/10/18) → ND(0.64)
全ベータ ： ND (H25) →   ND(15)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 6.4 (H25/10/18) → ND(1.7)

1/2以下

1/3以下 ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25) → ND(0.47) 
ｾｼｳﾑ-137 ： ND (H25) → ND(0.71) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(15) 
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.7)ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25) → ND(0.77) 

ｾｼｳﾑ-137 ： ND (H25) → ND(0.65)
全ベータ ： ND (H25) → ND(15)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 4.7 (H25/8/18) → ND(1.7) 1/2以下

ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25) → ND(0.75) 
ｾｼｳﾑ-137 ： ND (H25) → ND(0.56) 
全ベータ ： ND (H25) → ND(15)
ﾄﾘﾁｳﾑ ： ND (H25) → ND(1.7)

ｾｼｳﾑ-134 ： 3.3 (H25/12/24) → ND(0.38) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 7.3 (H25/10/11) → ND(0.43)
全ベータ ：69 (H25/  8/19) →  ND(16) 
ﾄﾘﾁｳﾑ ：68 (H25/  8/19) →     1.9

1/8以下
1/10以下

1/4以下
1/30以下

ｾｼｳﾑ-134 ： 1.8 (H25/  6/21) → ND(0.72) 
ｾｼｳﾑ-137 ： 4.5 (H25/  3/17) → ND(0.59)
全ベータ ：12 (H25/12/23) → 13
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 8.6 (H25/  6/26) →  ND(1.7)

1/2以下
1/7以下

1/5以下

ｾｼｳﾑ-134 ： ND (H25)               →  ND(0.53)
ｾｼｳﾑ-137 ： 3.0 (H25/  7/15)  → ND(0.70)
全ベータ ：15 (H25/12/23) → 13
ﾄﾘﾁｳﾑ ： 1.9 (H25/11/25) →   ND(1.7)

法令濃
度限度

WHO飲料
水ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

ｾｼｳﾑ134 ６０ １０

ｾｼｳﾑ137 ９０ １０

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90
(全ﾍﾞｰﾀ値と
強い相関)

３０ １０

トリチウム ６万 １万

1/4以下
注：海水の全ベー
タ測定値には、天
然のカリウム４０
（１２ﾍﾞｸﾚﾙ/ﾘｯﾄﾙ
程度）によるもの
が含まれている。
また、ストロンチウ
ム９０と放射平衡
となるイットリウム
９０の寄与が含ま
れる
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燃料取り出し用カバー設置に向けて、プール内大型ガレキ撤去作業が2015年11月に完了。
線量低減対策（除染、遮へい）を実施中（2013/10/15～）。
安全・着実に燃料取り出しを進めるために、現場に設置する燃料取扱設備を用いて、工場
にて遠隔操作訓練を実施（2015年2月～12月）。
線量低減対策実施後、燃料取り出し用カバー・燃料取扱設備を設置する。

１号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、オペレーティング

フロア（※１）上部に、燃料取り出し専用カバーを設置する計画。
このプランの実施に向け、放射性物質の飛散抑制対策を徹底した上で、建屋

カバーを解体し、オペレーティングフロア上部のガレキ撤去を実施する予定。
2015/10/5に全ての屋根パネルの取り外し完了。ダストの飛散抑制対策

である散水設備の設置作業を2016/2/4より実施中。
建屋カバー解体に当たっては、放射性物質の監視をしっかりと行っていく。

２号機使用済燃料プール内燃料・燃料デブリの取り出しに向け、既存
の原子炉建屋上部の解体・改造範囲について検討。作業の安全性、敷地
外への影響、早期に燃料を取り出しリスクを低減させる観点を考慮し、
原子炉建屋最上階より上部の全面解体が望ましいと判断。
プール燃料と燃料デブリの取り出し用コンテナを共用するプラン①と

プール燃料取り出し用カバーを個別に設置するプラン②を継続検討中。

中長期ロードマップでは、ステップ２
完了から２年以内（～2013/12）に
初号機の使用済燃料プール内の燃料取り
出し開始を第１期の目標としてきた。
2013/11/18より初号機である4号機の
使用済燃料プール内の燃料取り出しを開始
し、第２期へ移行した。
燃料取り出し作業開始から１年以内と

なる2014/11/5に、プール内の使用済燃料1,331体の共用プールへ
の移送が完了した。残りの新燃料の6号機使用済燃料プールへの移送は、
2014/12/22に完了。(新燃料2体については燃料調査のため
2012/7に先行して取り出し済)
これにより、４号機原子炉建屋からの燃料取り出しが完了した。今回の
経験を活かし１～３号機のプール燃料取り出しに向けた作業を進める。

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
１／６

廃止措置等に向けた進捗状況：使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業

１～３号機使用済燃料プール内の燃料の取り出し開始至近の目標

３号機

共用プール キャスク
ピット

キャスク
ピット貯蔵エリア

空きスペース

の確保

共用プール内空き
スペースの確保

（乾式キャスク仮保管設備への移送）

現在までの作業状況
・燃料取扱いが可能な状態まで共用プールの復
旧が完了（2012/11）

・共用プールに保管している使用済燃料の乾式
キャスクへの装填を開始（2013/6）

・4号機使用済燃料プールから取り出した燃料を
受入開始（2013/11）

参考資料

クレーン

防護柵 モジュール

共用プールからの使用済燃料受け入れ

乾式キャスク ２）乾式キャスク（※２）

仮保管設備

2013/4/12より運用開始、キャスク保管建屋より既設乾式キャスク全9
基の移送完了(2013/5/21)、共用プール保管中燃料を順次移送中。

＜略語解説＞
（※１）オペレーティングフロア（オペフロ）：
定期検査時に、原子炉上蓋を開放し、炉内燃
料取替や炉内構造物の点検等を行うフロア。
（※２）キャスク：放射性物質を含む試料・機器
等の輸送容器の名称

燃料取り出し用カバーイメージ

４号機

燃料取り出し状況

※写真の一部については、核物質防護などに関わる機微情報を含むことから修正しております。

1号機 ２号機

プラン①イメージ図 プラン②イメージ図

散水設備イメージ

建屋カバー解体の流れ（至近の工程）

カバー内部燃料取扱設備 全体イメージ燃料取扱設備（工場内設置状況）

マニュピュレータ燃料把持機（マスト）

燃料取り出し用カバー

燃料取扱機
クレーン

マニュピュレータ
燃料把持機
（マスト）
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廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
２／６

格納容器内部調査に向けた装置の開発状況

燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。

【調査概要】

・１号機X-100Bペネから装置を投入し、時計回りと反時計回りに調査を行う。

【実証試験の実施】
・狭隘なアクセス口（内径φ100mm）から格納容器内に進入し、グレーチング上を安定走行可能な形状変形
機構を有するクローラ型装置を用いて、2015/4/10～20に現場での実証を実施。格納容器１階内部の映像、
空間線量等の情報を取得。

・2015年4月の調査で得られた成果や、その後の追加情報などをもとに、実施可能性を高める方法として、
1階グレーチング上を走行し、調査対象部上部からカメラや線量計等を降下させて調査する方式で格納容器
地下階の調査を実施する計画

圧力抑制室（Ｓ／Ｃ（※3））上部調査による

漏えい箇所確認
１号機Ｓ／Ｃ上部の漏えい箇所を2014/5/27より調査し、上部にある
配管の内１本の伸縮継手カバーより漏えいを確認。他の箇所からの漏えいは
確認されず。
今後、格納容器の止水・補修に向けて、具体的な方法を検討していく。

建屋カバー

※プラント関連パラメータは２０１６年３月３０日１１：００現在の値

給水系：2.5m3/h
ＣＳ系：2.0m3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.00vol%
Ｂ系：0.00vol%

ＳＦＰ（※4）温度：15.3℃

PCV内温度：約15℃

タービン建屋水位：TP.1,120三角コーナー水温：32.4～32.6℃（2012/9/20測定）

ＲＰＶ底部温度：約15℃

窒素封入流量
PCV（※6）：-Nm3/h

三角コーナー水位：OP3,910～4,420（2012/9/20測定）

PCV内雰囲気線量：
4.1～9.7Sv/h
(2015/4/10～19測定)

ＰＣＶ内水温：約17℃
ＰＣＶ内水位：ＰＣＶ底部＋約2.5m

トーラス室水位：約OP3,700
（2013/2/20測定）

トーラス室雰囲気線量：
約180～920mSv/h（2013/2/20測定）

トーラス室滞留水温度：
約20～23℃（2013/2/20測定）

窒素封入流量
RPV（※5）：28.19Nm3/h

＜略語解説＞
（※1）TIP（Traversing In-core Probe)：移動式炉心内計測装置。
（※2）ペネ：ペネトレーションの略。格納容器等にある貫通部。
（※3）Ｓ／Ｃ（Suppression Chamber）：

圧力抑制プール。非常用炉心冷却系の水源等として使用。
（※4）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：使用済燃料プール。
（※5）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：原子炉圧力容器。
（※6）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：原子炉格納容器。

Ｓ／Ｃ上部調査イメージ図漏えい箇所

392体

：アクセス実績ルート
（反時計周りルート）

：アクセス実績ルート
（時計周りルート）

調査装置

格納容器内調査状況

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大5,150mSv/h（１階南東エリア）（2012/7/4測定）

原子炉建屋

１号機

1号機原子炉建屋TIP室調査
・ＰＣＶ内部調査のための環境改善その他を目的とし、TIP（※1）室調査を2015/9/24～10/2に実施。
（TIP室は部屋の入口周辺が高線量のため、線量の低いタービン建屋通路から壁面を穿孔して線量率・
汚染分布等を調査）

・調査の結果、X-31～33ペネ（※2）（計装ペネ）が高線量、そのほかは低線量であった。
・ＴＩＰ室内での作業が可能な見込みがあることを確認したことから、今後、ＴＩＰ室内作業を行う
ために障害となる干渉物等の洗い出しや線量低減計画の策定を進める。

PCV内部
調査実績

１回目
(2012/10)

・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・水位、水温測定 ・滞留水の採取
・常設監視計器設置

２回目
(2015/4)

PCV1階の状況確認
・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・常設監視計器交換

PCVからの
漏えい箇所

・PCVベント管真空破壊ラインベローズ部(2014/5確認)
・サンドクッションドレンライン (2013/11確認)
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廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

原子炉圧力容器温度計・原子炉格納容器常設監視計器の設置
①原子炉圧力容器温度計再設置
・震災後に２号機に設置したRPV底部温度計が2014年2月に破損したことから監視温度計より除外。
・2014年4月に温度計の引き抜き作業を行ったが、引き抜けなかったため作業を中断。錆除去剤を
注入し、2015年1月に引抜完了。3月に温度計の再設置完了。4月より監視対象計器として使用。

②原子炉格納容器温度計・水位計再設置
・格納容器常設監視計器の設置を試みたが、既設グレーチングとの干渉により、計画の位置に設置
することが出来なかった(2013年8月)。2014年5月に当該計器を引き抜き、2014年6月に
再設置を実施。１ヶ月程度推移を確認し妥当性を確認。

・再設置時に格納容器内の水位を測定し、底部より約300mmの高さまで水があることを確認。

格納容器内部調査に向けた装置の開発状況

燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。

【調査概要】

・２号機X-6ペネ(※1)貫通口から調査装置を投入し、ＣＲＤレールを利用しペデスタル内にアクセスして
調査。

【調査装置の開発状況】
・2013/8に実施したＣＲＤレール状況調査で確認された課題を踏まえ、調査工法および装置設計を
進めている。

・X-6ペネ前に設置された遮へいブロックの一部が撤去できないことから小型重機を使用した撤去方法
を計画。2015/9/28より撤去作業を再開し、10/1に今後の調査の支障となるブロックの撤去完了。

・内部調査開始のためには、X-6ペネ前の床表面線量を概ね100mSv/hまで低減する必要があるが、
除染作業（溶出物除去、スチーム除染、化学除染、表面研削）により目標線量まで線量低減できなかっ
たため、ダスト対策等含め線量低減工法について改めて検討を行う。
内部調査は除染状況に応じて実施する。

２号機

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
３／６

トーラス室壁面調査結果

・トーラス室壁面調査装置（水中遊泳ロボット、床面
走行ロボット）を用いて、トーラス室壁面の（東壁
面北側）を対象に調査。

・東側壁面配管貫通部（５箇所）の「状況確認」と
「流れの有無」を確認する。

・水中壁面調査装置（水中遊泳ロボット及び床面走行
ロボット）により貫通部の状況確認ができることを
実証。

・貫通部①～⑤について、カメラにより、散布したト
レーサ（※5）を確認した結果、貫通部周辺での流れは
確認されず。（水中遊泳ロボット）

・貫通部③について、ソナーによる確認の結果、貫通
部周辺での流れは確認されず。
（床面走行ロボット）

格納容器内調査の課題および装置構成（計画案）
＜略語解説＞
（※１）ペネ：ペネトレーションの略。格納容器等にある貫通部。 （※２）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：使用済燃料プール。
（※３）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：原子炉圧力容器。 （※４）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：原子炉格納容器。
（※５）トレーサ：流体の流れを追跡するために使用する物質。粘土系粒子。

※プラント関連パラメータは２０１６年３月３０日１１：００現在の値

給水系：1.9m3/h
ＣＳ系：2.5m3/h

窒素封入流量
PCV（※４）：-Nm3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.05vol%
Ｂ系：0.08vol%

ＳＦＰ（※２）温度：25.2℃

ＲＰＶ底部温度：約20℃ PCV内温度：約21℃

原子炉建屋

トーラス室水位：約OP3,270(2012/6/6測定)

ＰＣＶ内水位：ＰＣＶ底部＋約300mｍ

タービン建屋水位：TP.1,495

PCV内雰囲気線量：
最大約73Sv/h

ＰＣＶ内水温：約23℃

トーラス室雰囲気線量：30～118mSv/h(2012/4/18測定)
6～134mSv/h(2013/4/11測定)

三角コーナー水位：OP3,050～3,190（2012/6/28測定）

三角コーナー水温：30.2～32.1℃（2012/6/28測定）

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大4,400mSv/h（１階南側 上部ペネ（※１）表面）（2011/11/16測定）

窒素封入流量
RPV（※３）：14.52Nm3/h

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

貫通部③

R/B・ﾄｰﾗｽ室

T/B

東側壁

S/C

水中

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

R/B1階 （調査装置投入口）

トレーサ

ソナー

R/B・ﾄｰﾗｽ室

T/B

東側壁

S/C

水中

水中遊泳ﾛﾎﾞｯﾄ

床面走行ﾛﾎﾞｯﾄ

R/B1階 （調査装置投入口）

トレーサ

ソナー

貫通部①
（CUW-17）

貫通部②

（RCW-20）

貫通部③

（MSC-14）

貫通部④

（RCW-29）

貫通部⑤
（FPC-41）

北側 南側

貫通部①
（CUW-17）

貫通部②

（RCW-20）

貫通部③

（MSC-14）

貫通部④

（RCW-29）

貫通部⑤
（FPC-41）

北側 南側

トーラス室東側断面調査イメージ

調査対象貫通部

615体

PCV内部
調査実績

１回目 (2012/1) ・映像取得 ・雰囲気温度測定

２回目 (2012/3) ・水面確認 ・水温測定 ・雰囲気線量測定

３回目
(2013/2～2014/6)

・映像取得 ・滞留水の採取
・水位測定 ・常設監視計器設置

PCVからの
漏えい箇所

・トーラス室上部漏えい無
・S/C内側・外側全周漏えい無
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構台

安全第一福島第一
安全第一福島第一 安全

第一
福島第一

566体

廃止措置等に向けた進捗状況：プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手至近の目標

格納容器内部調査の実施
燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施。

【調査及び装置開発ステップ】
X-53ペネ(※4)からの調査
・PCV内部調査用に予定しているX-53ペネの水没確認を遠隔超音波探傷装置を用いて調査を実施し、
水没していないことを確認(2014/10/22～24)。

・PCV内を確認するため、2015/10/20、22にX-53ペネから格納容器内部へ調査装置を入れ、
映像、線量、温度の情報を取得、内部の滞留水を採取。格納容器内の構造物・壁面に損傷は確認
されず、水位は推定値と一致しており、内部の線量は他の号機に比べて低いことを確認。

・今後、得られた情報の分析を行い、燃料デブリ取り出し方針の検討等に活用する。

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
４／６

※プラント関連パラメータは２０１６年３月３０日１１：００現在の値

３号機

原子炉建屋

窒素封入流量
PCV（※３）：-Nm3/h

ＰＣＶ水素濃度
Ａ系：0.07vol%
Ｂ系：0.09vol%

窒素封入流量
RPV（※２）：16.57Nm3/h

ＲＰＶ底部温度：約17℃ PCV内温度：約17℃

トーラス室水位：約OP3,370(2012/6/6測定)

タービン建屋水位：TP.1,439

トーラス室雰囲気線量：100～360mSv/h(2012/7/11測定)

PCV内水位：PCV底部＋約6.3m（2015/10/20測定）

三角コーナー水位：OP3,150（2012/6/6測定）

原子炉建屋内雰囲気線量：
最大4,780mSv/h（１階北東 機器ハッチ前）（2012/11/27測定）

ＳＦＰ（※１）温度：22.6℃

給水系：2.0m3/h
ＣＳ系：2.6m3/h

＜略語解説＞
（※１）ＳＦＰ（Spent Fuel Pool） ：

使用済燃料プール。
（※２）ＲＰＶ（Reactor Pressure Vessel）：

原子炉圧力容器。
（※３）ＰＣＶ（Primary Containment Vessel）：

原子炉格納容器。
（※４）ペネ：

ペネトレーションの略。格納容器等に
ある貫通部。

主蒸気隔離弁※室からの流水確認
３号機原子炉建屋１階北東エリアの主蒸気隔離弁室の扉付近
から、近傍の床ドレンファンネル（排水口）に向かって水が
流れていることを2014/1/18に確認。排水口は原子炉建屋
地下階につながっており、建屋外への漏えいはない。
2014/4/23より、原子炉建屋2階の空調機械室から１階の
主蒸気隔離弁室につながっている計器用配管から、カメラに
よる映像取得、線量測定を実施。2014/5/15に主蒸気配管
のうち１本の伸縮継手周辺から水が流れていることを確認した。
３号機で、格納容器からの漏えい箇所が判明したのは初めて
であり、今回の映像から、漏えい量の評価を行うとともに、
追加調査の要否を検討する。
また、本調査結果をPCV止水・補修方法の検討に活用する。

※主蒸気隔離弁：原子炉から発生した蒸気を緊急時に止める弁

３号機原子炉格納容器機器ハッチ 小型調査装置による調査結果

・燃料デブリ取り出しに向けた原子炉格納容器調査の一環として、3号機原子炉格納
容器(PCV)機器ハッチの周辺について、2015/11/26に小型調査装置を用いて
詳細調査を実施。

・格納容器内水位より下部にあたる機器ハッチ周辺にて、錆などの汚れが確認された
ため、シール部からにじみ程度の
漏えいの可能性が考えられる。
同様のシール構造である他の
格納容器貫通部も含め、調査・
補修方法を検討する。

撮影方向

点検架台及び水面

PCV内雰囲気線量：
最大約1Sv/h（2015/10/20測定）

PCV内部
調査実績

１回目
(2015/10～
2015/12)

・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定
・水位、水温測定 ・滞留水の採取
・常設監視計器設置（2015/12予定）

PCVからの
漏えい箇所

・主蒸気配管ベローズ部（2014/5確認）

ＰＣＶ内水温：約18℃
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上部透水層

難透水層

くみ上げ

揚水井
下部透水層

難透水層

④サブドレン

地下水ドレン

地下水位

海水面

原子炉建屋

⑧海側遮水壁⑤陸側遮水壁 ⑤陸側遮水壁

③地下水バイパス
⑥敷地舗装

雨

⑦水ガラス
地盤改良

ウェルポイント

②トレンチ

くみ上げ
セシウム除去
淡水化

タービン建屋
くみ上げ④サブドレン

くみ上げ

廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業

原子炉冷却、滞留水処理の安定的継続、信頼性向上至近の目標

設備改善

：想定漏えいルート（凡例）

多核種
除去設備等

貯蔵タンク
（RO濃縮塩水）

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
５／６

汚染水（RO濃縮塩水）の処理完了

多核種除去設備（ALPS）等７種類の設備を用い、汚染水（RO濃縮塩
水）の処理を進め、タンク底部の残水を除き、2015/5/27に汚染水の処理
が完了。
なお、タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進める。
また、多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水については、

多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図る。

サブドレン水を汲み上げることによる地下水流入の抑制

地下水バイパスにより、建屋付近の地下水位を低下させ、建屋への地下水流入を抑制

揚水井

地下水の流れ

（山側→海側）

サブドレンポンプ稼働により
地下水抜水

地下水

建屋へ流れ込む地下水の量を減らすため、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの
地下水のくみ上げを2015/9/3より開始。くみ上げた地下水は専用の設備により
浄化し、水質が運用目標未満であることを東京電力及び第三者機関にて確認した
上で排水。

山側から流れてきた地下水を建屋の上流で揚水し、建屋内への地下水流入量を抑
制する取組（地下水バイパス）を実施。
くみ上げた地下水は一時的にタンクに貯留し、東京電力及び第三者機関により、
運用目標未満であることを都度確認し、排水。
揚水井、タンクの水質について、定期的にモニタリングを行い、適切に運用。
建屋と同じ高さに設置した観測孔において地下水位の低下傾向を確認。
建屋への地下水流入をこれまでのデータから評価し、減少傾向を確認。

原子炉建屋への地下水流入抑制

＜略語解説＞
（※１）ＣＳＴ
（Condensate Storage 
Tank）：
復水貯蔵タンク。
プラントで使用する水を
一時貯蔵しておくための
タンク。

凍結プラント

・延長 約1,500m陸側遮水壁

１～４号機建屋周りに陸側遮水壁を設置し、建屋への地下水流入を抑制

フランジタンク解体の進捗状況

・フランジタンクのリプレースに向け、H1東／H2エリアにて2015年5月
よりフランジタンクの解体に着手し、H1東エリアのフランジタンク
(全12基)の解体が2015年10月に、H2エリアのフランジタンク(全28基)
の解体が2016年3月に完了。H4エリアのフランジタンク解体を実施中。

このイメージは、現在表示できませ
ん。

原子炉建屋

タービン建屋

地下水

滞留水処理
（ｷｭﾘｵﾝ/
ｻﾘｰ）

材質強
化等

復水貯蔵タンク

バッファタンク

炉注水
ポンプ

このイメージは、現在表示できませ
ん。

地下水位

塩分処理
（逆浸透膜）

信頼性向上

貯蔵タンク
（ストロンチウム
処理水等）

モバイル型
ストロンチウム
除去装置等

貯蔵タンク
（処理水）

循環注水冷却設備・滞留水移送配管の信頼性向上

・３号機ＣＳＴを水源とする原子炉注水系の運用を開始
し(2013/7/5～)、従来に比べて、屋外に敷設している
ライン長が縮小されることに加え、水源の保有水量の
増加、耐震性向上等、原子炉注水系の信頼性が向上した。

・RO装置を建屋内に新設することにより炉注水のループ
（循環ループ）は約3kmから約0.8km※に縮小

 

※１ 4号T/Bオペフロは設置案の１つであり、作業環境等を考慮し、今後更に検討を進めて決定予定

※２ 詳細なライン構成等は、今後更に検討を進めて決定予定

＃１～＃３

Ｒ／Ｂ

＃１～＃４

Ｔ／Ｂ
集中ラド
ＨＴＩ

ＳＰＴ
塩分除去
（RO装置）

ＲＯ
装置

P

＃１～＃３

ＣＳＴ 現状ライン
（建屋内循環開始後はバックアップ）

Cs除去
（ＳＡＲＲＹ、

ＫＵＲＩＯＮ）P

※1

地下水流入

移送ライン

排水ライン

RO装置を４号T/Bオペフロ※１に新設
SPTからRO装置への移送ライン、
RO廃液の排水ライン設置※２

貯蔵

タンク

※１ 4号T/Bオペフロは設置案の１つであり、作業環境等を考慮し、今後更に検討を進めて決定予定

※２ 詳細なライン構成等は、今後更に検討を進めて決定予定

＃１～＃３

Ｒ／Ｂ

＃１～＃４

Ｔ／Ｂ
集中ラド
ＨＴＩ

ＳＰＴ
塩分除去
（RO装置）

ＲＯ
装置

P

＃１～＃３

ＣＳＴ 現状ライン
（建屋内循環開始後はバックアップ）

Cs除去
（ＳＡＲＲＹ、

ＫＵＲＩＯＮ）P

※1

地下水流入

移送ライン

排水ライン

RO装置を４号T/Bオペフロ※１に新設
SPTからRO装置への移送ライン、
RO廃液の排水ライン設置※２

貯蔵

タンク

貯蔵

タンク

※：汚染水移送配管全体は、余剰水の高台への移送ライン（約1.3km）を含め、約2.1km

建屋への地下水流入を抑制するため、
建屋を囲む陸側遮水壁の設置を計画。
2014/6/2から凍結管の設置工事を実
施し、2016/2に凍結設備の工事完了。
2016/3より凍結を開始。

H1東エリア解体開始時の様子 H1東エリア解体後の様子
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ＡＢ

Ｆ

固体廃棄物貯蔵庫3～8棟

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ
Ｒ

Ｔ

Ｓ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

P

固体廃棄物貯蔵庫1,2棟

廃止措置等に向けた進捗状況：敷地内の環境改善等の作業

・発電所全体からの追加的放出及び事故後に発生した放射性廃棄物（水処理二次廃棄物、ガレキ等）による放射線の影響を低減し、
これらによる敷地境界における実効線量1mSv/年未満とする。
・海洋汚染拡大防止、敷地内の除染

至近の
目標

２０１６年３月３１日
廃炉・汚染水対策チーム会合

事務局会議
６／６

瓦礫保管エリア

伐採木保管エリア
瓦礫保管エリア（予定地）
伐採木保管エリア（予定地）
セシウム吸着塔保管エリア

スラッジ保管エリア

スラッジ保管エリア（運用前）

大型休憩所の状況

海側遮水壁の設置工事

汚染された地下水の海洋への流出を防ぐ
ため、海側遮水壁を設置。
2015/9/22に鋼管矢板の打設が完了し
た後、引き続き、鋼管矢板の継手処理を
行い、2015/10/26に海側遮水壁の継
手処理を完了。これにより、海側遮水壁
の閉合作業が終わり、汚染水対策が大き
く前進した。

海側遮水壁 鋼管矢板打設完了状況

放射線防護装備の適正化

福島第一原子力発電所敷地内の環境線量低減対策の進捗を踏
まえて、１～４号機建屋周辺等の汚染の高いエリアとそれ以外
のエリアを区分し、各区分に応じた防護装備の適正化を行うこ
とにより、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図
ります。
2016/3/8より、作業員の負担を考慮し限定的に運用を開始

しました。

作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置
し、2015/5/31より運用を開始しています。
大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務

作業が出来るスペースや集合して作業前の安全
確認が実施できるスペースを設けています。
3/1にコンビニエンスストアが開店します。

作業員の皆さまの利便性向上に向け、引き続き
取り組みます。

線量率モニタの設置

福島第一構内で働く作業員の方が、
現場状況を正確に把握しながら作業で
きるよう、2015/1/4までに合計86
台の線量率モニタを設置。
これにより、作業する場所の線量率

を、その場でリアルタイムに確認可能
となった。
また、免震重要棟および入退域管理

棟内の大型ディスプレイで集約して確
認可能となった。

線量率モニタの設置状況
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2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 

東京電力株式会社 

 

委員ご質問への回答 

 

池野委員 

  Ｑ：保養に関して 

しっかり取り組んでまいりますと書かれていますが、保養施設というチェ

ルノブイリの原発事故の後、ベラルーシに国の施設として建っている所を

見にいかれたことがあるのか。 

 

 

Ａ． 

○ベラルーシにある当該の「保養施設」を視察した社員はおりませんでした。 

○当社は、引き続き、福島復興への責任を果たしていくために、国や福島県ご当局と 

良くご相談させていただきながら、当社としてできることを考え、しっかり取り組んで 

まいります。 

  

 

以上 
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2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

委員ご質問への回答 

 

石川委員 

  Ｑ：福島第一原子力発電所の作業員の健康診断に関して 

廃炉に向けて福島第一原発で働いている方の健康管理は、どのくらいの間隔

で健康診断がされているのか、検査項目はどういった事が調べられているの

か。それは、職員の方だけではなくて、下請け、孫請けで働いている方におい

てもお聞きしたい。 

 

 

Ａ． 

 ○ 【原子力発電所で放射線業務に従事している者の健康診断】 

労働者の雇用企業が法令に基づき下記項目を実施する。 

なお、放射線業務は特定業務に該当するため、定期健康診断に加え、特定業務従事者の 

健康診断を６ヶ月以内に１回実施する。 

（法令の労働安全衛生規則 第 43～45 条および電離放射線障害防止規則 第 56 条） 

 

項目 頻度 

＜労働安全衛生規則による項目＞ 

 1  既往歴及び業務歴の調査 

 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

 3  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

 4  胸部エックス線検査及び喀痰検査 ※雇入時

は喀痰検査なし 

 5  血圧の測定 

 6  貧血検査 

 7  肝機能検査 

 8  血中脂質検査 

 9  血糖検査 

10 尿検査 

（定期健康診断） 

・1 年以内ごとに 1 回 

 

（特定業務従事者の健康診断） 

・当該業務に配置替えの際 

・6 ヶ月以内ごとに 1 回 

  

＜参考＞ 

（雇入時の健康診断） 

・雇い入れるとき 
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11 心電図検査 

 

＜電離放射線障害防止規則による項目＞ 

1  被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者について 

は、作業の場所、内容及び期間、放射線障害 

の有無、自覚症状の有無、その他放射線によ 

る被ばくに関する事項）の調査及びその評価  

 2  白血球数及び白血球百分率の検査  

 3  赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリ 

ット値の検査  

 4  白内障に関する眼の検査  

5  皮膚の検査 

 

 

  

 

・雇入れ又は当該業務に配置替えの際 

・6 ヶ月以内ごとに 1 回 

※特定業務従事者とは、水銀・鉛等の有害物質取扱い業務、重量物取扱い業務、著しく暑熱または 

寒冷な場所における業務等で、放射線業務は特定業務に該当する。 

※電離則健康診断とは、エックス線検査またはエックス線装置を使用する業務、原子炉の運転業務、 

放射性物質または放射性物質に汚染された物の取扱業務等に従事する者が受ける健康診断。 

 

 

○ 【福島第一原子力発電所で 2011.3.11 から 2011.12.15 までの期間に従事した者の健康診断】 

厚生労働省の指針に基づき緊急作業従事者として雇用企業が緊急作業線量に応じ下記項目のが

ん検診等を実施する。 

指針：原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針（厚生労働省） 

実施者：労働者の雇用企業（中小企業に雇用される者および無職者は国） 

  

緊急作業 

線量 

検査名 検査項目 頻度 

50mSv 超 白内障の検査 ア 細隙灯顕微鏡検査による白内障に 

関する眼の検査 

イ 水晶体の写真を撮影しておくことが 

望ましい 

1 年に 1 回 

100mSv 超 甲状腺の検査 ア 頸部超音波検査 

イ 採血による甲状腺刺激ホルモン 

(TSH) 、遊離トリヨードサイロニン 

(free T3) 及び遊離サイロキシン 

(free T４) の検査 

3 年から 5 年に 1 回 

※当社は 3 年に 1 回 
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胃がん検診 ア 胃エックス線透視検査又は胃内視 

鏡検査 

イ ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 

ア 1 年に 1 回 

イ 各人につき 1 回 

肺がん検診 ア 胸部エックス線検査 

イ 喫煙者には、喀痰細胞診 

  ※当社は「喫煙・非喫煙」を問わず 

実施 

ウ アの検査の結果及び被ばく線量等 

から医師が必要と認めた場合には、 

胸部ＣＴ検査 

ア 1 年に 1 回 

イ 1 年に 1 回 

ウ 喫煙者は 1 年に 

1 回 

  非喫煙者は 3 年に 

1 回程度 

※当社は「喫煙・非喫

煙」「頻度」を問わず医

師の判断により実施 

  

大腸がん検診 ア 便潜血検査 

イ アの検査の結果及び被ばく線量等 

から医師が必要と認めた場合には、 

大腸内視鏡検査 

ア 1 年に 1 回 

イ 10 年に１回程度 

※当社は「頻度」を問

わず医師の判断により

実施 

その他の検査 ア 肝炎検査（HBs 抗原、HCV 抗体） 

イ 腎機能検査（尿素窒素、クレアチニ 

ン、尿酸）、血清電解質検査（Na, K,  

Cl, Ca, P） 

ア 各人につき 1 回 

イ 1 年に 1 回 

 

【当社独自の対応】 

当社は、厚生労働省の指針が定める範囲を拡大し、協力企業の作業員も含め、緊急作業線量が

50mSv を超え 100mSv 以下 の作業員が上記の検査・検診（白内障の検査を除く）を受診する場合 

に、当該検査に要する費用を負担している。 

なお、上記に係る協力企業の対象者に対する周知として、対象者個人宛に受診案内を毎年送付 

している。 

 

以上 



2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 

東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

 

委員ご質問への回答 

 

中川委員 

  Ｑ：トリチウムの影響に関して 

汚染水処理をしても放射性物質トリチウムだけ取り切れないと聞いているが、 

一般的にトリチウムが体に入った場合の影響について教えていただきたい。 

 

 

Ａ． 

 ○本日の定例会で「トリチウムの影響について」ご説明させて頂きます。  

  ※配布資料「トリチウムの影響について」 

 
以上 
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トリチウムの影響について
平成28年4月13日

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１．日常で受ける放射線

【出典】原子力安全研究協会「新版生活環境放射線」（平成23年12月）ほか

胃のX線検診
（1回）3ミリシーベルト

大地から
（年間）0.33ミリシーベルト

宇宙から
（年間）0.33ミリシーベルト

食べ物を通じ体内から
（年間）0.99ミリシーベルト

人工の放射線（一例）

胸部X線コンピュータ断層撮影検査
（１回）6.9ミリシーベルト

我々は日常生活において、さまざまな放射線を受けている

自然界からは年間2.1mSv（日本平均）の放射線を受けている

自然界からとは別に、医療での検診や治療等により人工の放射線を受けている

空気中の放射性物質の吸入から
（年間）0.48ミリシーベルト

自然の放射線

※mSv（ミリシーベルト）：人が放射線を受けたときの影響の程度を表す単位

2
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２．トリチウムとは

トリチウムの特性は一般的に以下のとおり

○宇宙から地球にふりそそぐ放射線と大気中の物質が反応することで自然界にも存在する

○主に水として存在し、私たちの飲む水道水にも微量含まれる

○水として存在するため、ろ過や蒸留を行なっても普通の水素と分離することが難しい

○半減期は12.3年、出てくる放射線は食品用ラップでも防げる極めて弱いエネルギー
（0.0186MeV）のベータ線
※半減期とは、放射性物質の量が時間とともに減少し、その量がはじめの半分の量になるまでに要する時間。

○水として存在するので人体にも魚介類にも殆ど留まらず排出される

トリチウム（T）
重水素（Ｄ）水素（Ｈ）

：陽子

：中性子

トリチウム（三重水素ともいう）とは水素の仲間（同位体）で、放射線を出す性質（放射能）があります。

通常の水素原子は陽子が１つのみなのに対して、トリチウム原子は陽子１つに加え中性子２つをもつ

：電子-

- - -

3
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※有効桁数で丸めているため各％の合計が100％とならない

３．自然界中のトリチウム

出典：UNSCEAR 2000年報告書、1977年報告書

地表と生物圏（27％）
深海（30％）

宇宙線による生成

成層圏（6.8％）

対流圏（0.4％）

自然界でトリチウムのある場所

※Bq（ベクレル）：放射線を出す物質の量を表す単位（本来は放射線を出す能力を表す単位 ）

全地球保持量
1,275,000兆Bq

4
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〇主にトリチウムは、飲料水や食べ物に含まれる水として体内に摂取される。

〇体内に取り込んだトリチウムは以下の過程で体内からなくなる。

・放射性物質（トリチウムなど）は、放射線を出すと別の物質に変化し、

最終的には、放射線を出さない物質へと変わる。

・新陳代謝により放射性物質が体外に排出される

４．トリチウムの人体での挙動

排出

摂取

内部被ばく

飲料水や食べ物

放射線を被ばく

新陳代謝

【 トリチウムの体内動態 】

【 トリチウムの被ばく線量 】

〇トリチウム水を摂取し排出までに受ける被ばく線量

１Bqのトリチウムを飲み込んだ場合：0.000000018mSv ※

5

※内部被ばくの評価は、法令により摂取後50年間に受ける線量と定

義されており、 この評価は、新陳代謝による排出と半減期を考

慮している。

なお、トリチウム水は、新陳代謝により数日でトリチウムの半分が

体内から無くなる。

【出典】放射線医学総合研究所

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

５．日常生活の中でのトリチウム

〇飲料水や食べ物に含まれる水のトリチウム濃度は0.5Bq/㍑

〇1日の飲料水や食べ物からの水の摂取量は2.5㍑であり

トリチウムを摂取することによる放射線は

年間０．０００００８２ｍSv
※0.5Bq/㍑ × 2.5㍑/日 × 365日/年 × 0.000000018ｍSv/Bq（一度に飲んだとして計算）

＜参考＞コップ一杯（２００ｃｃ）を飲んだ場合、 0.0000000018 ｍＳｖ

【出典】原子力安全研究協会「新版生活環境放射線」
（平成23年12月）

〇放射性物質は、物質により体内で蓄積（濃縮）することがあるが、
トリチウムは、水として存在するため濃縮しない。

→海水（河川）中のトリチウム濃度とそこに生息する魚のトリ
チウム濃度は、ほぼ同じ。

（参考）福島県でのトリチウム測定結果（熊川沖合4km付近、2015年12月の測定）

海水中のトリチウム濃度：0.081Bq/㍑ ＜参考＞コップ一杯（２００ｃｃ） 0.00000000029ｍＳｖ

魚介類のトリチウム濃度：0.081Bq/㍑ ＜参考＞コップ一杯（２００ｃｃ） 0.00000000029ｍＳｖ

6
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６．放射線の人体影響① 7

【出典】atomica

〇人体に放射線を受けると以下の過程により
DNAを傷つけることがある。

【直接作用】
放射線のエネルギーが直接DNAに吸収

されDNAを傷つける作用

【間接作用】

放射線のエネルギーが水分子を分解す
る（分解された物質をラジカルという。ラジ
カルは活性酸素の１種類）。そのラジカル
がDNAを傷つける作用

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

６．放射線の人体影響②

【出典】環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」

DNAは傷ついても修復する機
能があり、DNAが修復すれば
人体に影響はない

DNAが修復できなかった場合

に、がん等の影響が生じる可
能性がある

8
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７．まとめ

〇トリチウムは、水として存在するので人体に濃縮されず、弱いエ

ネルギーのβ線であり食品用ラップでも遮蔽できるので、人体へ

の影響は少ないとされている。

〇自然界の放射性物質により、食べ物を通じて年間０．9９ｍＳｖ

の被ばくを受けているが、日常生活でトリチウムにより受ける

被ばく量は、年間０．０００００８２ｍSvとなる。

＜参考＞コップ一杯（２００ｃｃ）を飲んだ場合、 0.0000000018ｍＳｖ

〇被ばくによる影響は、1mSvの放射線（Ｘ線）を受けた時、1細

胞あたり約4か所のＤＮＡが損傷を受けるが、傷ついても殆ど修

復される。

＜参考＞ＤＮＡの損傷は、日常生活の中でも1日1細胞あたり1万から100万か所の頻

度で受けている。

※ＤＮＡを損傷させる物質：食品中の発がん物質、喫煙、環境中の化学物質、活性酸素など
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